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概要 
魚種の特徴 

〔分類・形態〕 

メジロザメ目メジロザメ科ヨシキリザメ属に属しており、学名は Prionace glauca。北太平

洋での雌雄の最大体長(尾鰭前長)・体重は、それぞれ 290cm・251kg、243cm・168kg である

(Fujinami et al. 2019)。体型は細身の流線型で吻は長く円錐形、目は比較的大きい。背側の体色

は鮮やかな藍色で腹側は白色である(Compagno 1984)。 

〔分布〕 

 本種は、南北太平洋を含む全大洋の熱帯域から温帯域にかけて広く分布する外洋性のさめ

であり(Compagno 1984)、特に温帯域での分布豊度が高く(中野 1996)、天皇海山群周辺に高密

度域(ホットスポット)があることが知られている(Kai et al. 2017)。主に外洋域に生息するが、

沿岸域でも出現が確認されている。日中鉛直移動を行うことが知られており、昼間は深い水

深にいることが多く、夜間は浅い水深にいることが多い(Stevens et al. 2010)。 

〔生態〕 

 成熟開始年齢は雄が 5 歳で雌が 6 歳、寿命は 20 歳以上である(Fujinami et al. 2017a, 2019)。

索餌場は熱帯・温帯域で、主に魚類や頭足類を捕食し、幼魚は大型さめ類や海産哺乳類に捕

食される(Fujinami et al. 2017b)。繁殖期は初夏で出産期は 5～6 月、交尾期は 6～8 月、繁殖場

は北緯 30～40 度の海域、性や成長段階に応じて棲み分けを行っていることが知られている

(Nakano, 1994)。 

〔漁業〕 

 本種は主に公海域あるいは各国の沿岸域でまぐろはえ縄漁船によって混獲されているが、

一部は狙い種として漁獲されている。日本の沿岸域においては小型のはえ縄漁船、流し網漁

船、定置網等により混獲されている。我が国の総水揚げ量の 9 割以上が宮城県の気仙沼で水

揚げされ、一部塩釜その他で水揚げされている。気仙沼の水揚げ量のうち、はえ縄漁業が 8～

9 割を占め、流し網漁業が 1～2 割を占めている（水産総合研究センター 2019）。 

〔利用〕 

 肉はすり身など、鰭はふかひれ、皮は工芸品や医薬・食品原料、脊椎骨は医薬・食品原料と

して利用されている(甲斐・藤波 2020)。 
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資源の状態 

 資源評価モデルを用いた資源評価結果あるいは将来予測結果から現在あるいは将来の資源

状態について健全な状態であり問題はないが、管理基準値の決定及び漁業管理規則の策定に

ついては国際社会の枠組みの中できるだけ早く行うことが望ましい。一方で、日本で本種を

多く水揚げしている気仙沼船団については自主管理規制を行っており、資源の持続的な利用

という観点から望ましい管理への取り組みである。 

 

海洋環境と生態系への配慮 

 ヨシキリザメ(北太平洋)を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニ

タリングであるが、中西部太平洋における生態系モデル解析があり、はえ縄等の混獲情報が

得られている。熱帯まぐろ類とカツオの仔稚魚を対象とした調査船調査が不定期的に実施さ

れており、動物プランクトン採集や海洋環境調査も実施されている。2008 年から科学オブザ

ーバー計画が確立され、はえ縄やまき網による漁獲物及び混獲物の漁獲実績及びサイズ情報

が取得される体制が整い、混獲や漁獲物組成等について部分的な情報が収集可能となってい

る。 

 ヨシキリザメを漁獲するはえ縄漁業による他魚種への影響については、混獲利用種と考え

られるビンナガ、メバチ、キハダ、メカジキの資源は懸念される状態になかった。混獲非利

用種への影響は、PSA 評価でアオウミガメ、アカウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメでリス

クが高く、アカマンボウ、オキゴンドウでは中程度とされるなど、潜在的リスクが中から高

程度と判断されるものが複数含まれた。環境省指定の絶滅危惧種に対する PSA 評価では、海

亀類のリスクが高いとされた。 

 食物網を通じた漁獲の間接影響については、最高次捕食者に近いヨシキリザメの餌生物は

小型魚類等であり、特定の種を選ぶのではなく日和見的食性を示すとされる。餌生物の豊度

として北西太平洋における多獲性小型浮類全体の資源量を考えると合計資源量が横ばい傾向

であったことから悪影響は見いだせなかった。競争者としては、まぐろはえ縄の混獲種とし

て漁獲量が多く、ヨシキリザメ同様魚食性が強いビンナガ、メバチ、キハダ、メカジキが挙

げられるが、これらの資源は懸念される状態ではなかった。 

 漁業による生態系全体への影響については、2014 年以降、太平洋南区において総漁獲量及

び漁獲物平均栄養段階が低下しており懸念が認められた。水質への影響については、影響は

軽微と判断された。はえ縄船による大気環境への影響については、排出量が比較的多く影響

が懸念された。 
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漁業の管理 

 近海まぐろはえ縄漁業は大臣許可漁業の指定漁業である。さめ類を目的としたはえ縄漁業

管理計画が作成され、年間陸揚げ量上限は 7,000 トンに設定されている。評価対象とした近海

はえ縄漁業では漁船は 120 トン未満に制限されている。はえ縄漁業管理計画においてはシャ

ークラインの使用は禁止され、水揚げまでヒレを胴体から切り離さないことも求められてい

る。海亀や海鳥の保存管理措置のための漁具制限があり、クロトガリザメ、ヨゴレは採捕禁

止となっている。気仙沼市海洋プラスチック対策推進会議に関係漁業者団体が参画し、また

燃油の 10％削減に取り組んでいる。近海まぐろはえ縄漁業は水産庁国際課かつお・まぐろ漁

業室が所管している。近年の WCPFC 等での資源評価や保存措置の協議を踏まえた我が国へ

の管理措置の導入を順応的管理に準じる施策と評価した。近年では、はえ縄漁業管理計画の

内容に加えてヨシキリザメ出産期の漁獲抑制に取り組んでいる。気仙沼漁業協同組合が主導

して気仙沼地域漁業復興プロジェクト(近海まぐろはえ縄漁業に係る復興計画、既存船活用の

2 計画)が実施され、協業の株式会社が設立されている。さらに、全国近海かつお・まぐろ漁

業協会が主導して資源管理・労働環境改善型漁船の計画的・効率的導入の実証を行っている。

水産政策審議会資源管理分科会には、多分野からの特別委員が参画している。北太平洋まぐ

ろ類国際科学小委員会(ISC)で行われる資源評価をもとに、利害関係者も出席する WCPFC に

おいて検討された保存管理措置に従って、国が策定したさめ類を目的とするはえ縄漁業管理

計画が実施されている。 

 

地域の持続性 

 国内に水揚げされる太平洋ヨシキリザメは、宮城県の近海まぐろはえ縄漁業で大部分が漁

獲されている。漁業収入のトレンドは低く、収益率、漁業関係資産はやや低かった。経営の

安定性については、収入の安定性はやや低く、漁獲量の安定性は中程度であった。漁業者組

織の財政状況は、総合してやや高かった。操業の安全性は高く、地域雇用への貢献は高い。

労働条件の公平性については、漁業で特段の問題はなかった。ヨシキリザメは気仙沼市場へ

の水揚げが多く、買い受け人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ

取引、入札取引による競争原理は概ね働いている。卸売市場整備計画により衛生管理が徹底

され、仕向けは肉類は加工商材であり、ふかひれは高級食材である。労働条件の公平性は加

工・流通でも特段の問題はなかった。加工流通業の持続性は高いと評価した。先進技術導入

と普及指導活動は行われており、物流システムも整っている。水産業関係者の所得水準は比

較的高い。 
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健康と安全・安心 

 ヨシキリザメの脂質には EPA や DHA、軟骨にはコンドロイチン硫酸等の機能性成分が含

まれている。主にまぐろはえ縄漁に混獲されたものが利用されるため、旬は不明である。利

用に際しての留意点は、鮮度低下によりアンモニアやトリメチルアミンによる魚臭が発生し

やすいため、新鮮なものを選び、なるべく早く消費することである。また、他の魚種に比べ

メチル水銀を蓄積しやすいため、妊婦は、厚生労働省より公表されている目安量をもとに摂

取する必要がある。 
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1．資源の状態 
概要 

対象種の資源生物研究・モニタリング(1.1) 

分布・回遊に関する情報は 0 歳魚や高齢魚では十分には把握されていないが(1.1.1.1 3 点)、

北西太平洋での年齢・成長、繁殖生態等に関する研究は蓄積がある(1.1.1.2 4 点、1.1.1.3 5

点)。科学的調査は調査船・傭船・公庁船により長期間のデータが得られている(1.1.2.1 4 点)。

水揚げ量の大部分を占めるはえ縄漁船(主に近海)の漁獲量等は長期にわたり得られており

(1.1.2.2 5 点)、漁獲実態についても漁獲成績報告書のほか、水産機構による気仙沼での詳細

な情報収集が行われている(1.1.2.3 5 点)。さらに体長測定により長期間の漁法別の体長変化

が把握され、脊椎骨による年齢査定、生殖腺の調査が行われている(1.1.2.4 5 点)。資源評価

は統合モデル(SS)を用いて 1971～2015 年の期間で行われ(1.1.3.1 5 点)、資源評価の詳細は北

太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)の報告書、全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)、中西部ま

ぐろ類委員会(WCPFC)のホームページで公開されている。ISC では第三者の有識者による査

読が行われる仕組みがあるが、これまで本種には適用されていない(1.1.3.2 4 点)。 

資源の水準・動向(1.2) 

 現状では B2015/BMSY=1.69、漁獲死亡係数(F)の相対値は F2012-2014/FMSY=0.38 であることから現

在の資源量は乱獲状態になく、過剰漁獲の状態でもない(1.2.1 5 点)。 

漁業の影響(1.3) 

 現状は B2015＞Bmsy、F2012-2014＜Fmsy であり(1.3.1 5 点)、現状の漁獲圧が続いた場合、将来

の資源量の中央値は、MSY 水準を下回る可能性は低い(1.3.2 4 点)。本種はこのように資源

状態が良好なことから、WCPFC や IATTC で早急に管理に関する議論は起こっていない。ま

た、混獲種であるさめ類に対して策定された漁業制御規則はなく(1.3.3.1 1 点)、管理基準値

は未定で不確実性に関する議論も行われていない(1.3.3.2 1 点)。環境変化の資源に対する影

響は大きくないと考えられる(1.3.3.3 1 点)。気仙沼近海はえ縄船団は、自主管理計画書を国

を通じて、WCPFC に提出している(1.3.3.4 5 点)。気仙沼近海はえ縄船団については、遊漁、

外国漁船、IUU 漁業による漁獲を考慮する必要はない(1.3.3.5 3 点)。 

 

評価範囲 
①  評価対象⿂種の漁業と海域 
 本種はまぐろはえ縄漁業で数多く漁獲されているが、日本周辺の漁場を除き、基本的には

混獲種である。東部太平洋(180 度以東)の温帯域では、主にメキシコ及び米国のはえ縄(浅縄)

漁業で混獲される。西部太平洋(180 度以西)の温帯域では主に日本や台湾のはえ縄(浅縄)によ
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って漁獲・混獲される(ISC 2017)。東北地方で水揚げされる本種のほとんどは、はえ縄による

狙い操業で漁獲されるが、一部 200 海里内で流し網あるいは沿岸域の小型はえ縄・定置網等

でも漁獲される。気仙沼のはえ縄船は主に春から秋にかけて北緯 33～40 度あたりの海域で本

種の狙い操業を行っている。冬場になると北緯 30～35 度あたりの南の海域に移動してメカジ

キを狙いつつ、時折本種の狙い操業を行っている(Kai and Shiozaki 2016)。 

② 評価対象魚種の漁獲統計資料の収集 

 漁獲統計としては、はえ縄漁業の操業に関する情報を記録した漁獲成績報告書にある漁獲

尾数や努力量が有用な情報であるが、ほとんどの操業がまぐろ狙いの操業であるため、資源

評価で用いる本種の漁獲量は信頼できる船を複数選び、信頼できる資源量指数を推定した上

で、これにすべての努力量をかけることで漁獲量を推定している(Kai 2016a)。一方で、沿岸域

の漁業である流し網、小型はえ縄、定置網等の漁獲量については農林水産省の海面漁業生産

統計調査のデータを用いているが、種別のデータがないため、さめ類の漁法別漁獲量を水産

庁事業で集めた漁法別魚種別漁獲量の情報を用いて本種の漁法別漁獲量を推定している(Kai 

2016b)。 

③ 評価対象魚種の資源評価資料の収集 

 水産庁の委託を受けて水産研究・教育機構(以下、水産機構)が、本種の適切な保存及び管理

に資するため、資源に関する調査及び研究その他必要な施策を講じている。その一環として、

ISC のメンバー国及び関係機関と共同で資源評価を実施し、その結果の日本語報告は、「国際

漁業資源の現況」として公表されている(甲斐・藤波 2020)。 

④ 評価対象魚種を対象とする調査モニタリング活動に関する資料の収集 

 評価対象魚種について行われている、モニタリング調査に関する論文・報告書を収集する。 

⑤ 評価対象魚種の生理生態に関する情報の集約 

 評価対象魚種について行われている、生理生態研究に関する論文・報告書を収集する。 
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1.1 対象種の資源生物研究・モニタリング・評価手法 

1.1.1 生物学的情報の把握 

 資源の管理や調査を実行するためには生活史や生態など、対象魚種の生物に関する基本的

情報が不可欠である(田中 1998)。対象魚種の資源状況を 1.2 以降で評価するために必要な、

生理・生態情報が十分蓄積されているかどうかを、1.1.1.1～1.1.1.4 の 4 項目について評価す

る。評価対象となる情報は、①分布と回遊、②年齢・成長・寿命、③成熟と産卵の各項目とす

る。種苗放流を実施している魚種については、④種苗放流に必要な基礎情報も対象とする。

個別に採点した結果を単純平均して総合得点を算出する。 

1.1.1.1 分布と回遊 

 漁業データの解析(Nakano 1994)や ISC(2017)の資源評価のために集められたデータにより

性別・成長段階別の分布及び回遊に関する情報がある。しかし、0 歳魚や高齢魚の詳細な分布

や直接的な回遊経路は一部の海域(アメリカ西海岸沖や北西部太平洋)を除いて明らかでない。

以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

生活史の一部

のステージに

おいて、把握

され、十分で

はないが、い

くつかの情報

が利用できる 

生活史のほぼ

全てのステー

ジにおいて把

握され、資源

評価に必要な

最低限の情報

がある 

生活史の一部のス

テージにおいて、

環境要因による変

化なども含め詳細

に把握され、精度

の高い情報が利用

できる 

生活史のほぼ全て

のステージにおい

て、環境要因など

による変化も詳細

に含め把握され、

精度の高い十分な

情報が利用できる 

 

1.1.1.2 年齢・成長・寿命 

 北西太平洋で得られた最新の年齢と成長(Fujinami et al 2019)に関する研究は、データの質・

量、解析手法を含めて信頼性が高い。一方で寿命に関しては成長曲線の推定過程で得られた

年齢査定の情報をもとに経験式から推定しており、不確実性は大きい。以上より 4 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 
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1.1.1.3 成熟と産卵 

 北西太平洋で得られた最新の成熟及び繁殖周期を含めた繁殖生態に関する研究(Fujinami et 

al. 2017)及び生産力や親子関係に関する研究(Yokoi et al. 2017, Kai and Fujinami 2018)は、デー

タの質・量、解析手法を含めて信頼性が高いと考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情

報はない 

対象海域以外

など十分では

ないが、いく

つかの情報が

利用できる 

対象海域において

ある程度把握さ

れ、資源評価に必

要な最低限の情報

が利用できる 

対象海域にお

いてほぼ把握

され、精度の

高い情報が利

用できる 

対象海域において環

境要因などの影響も

含め詳細に把握さ

れ、精度の高い十分

な情報が利用できる 

 

1.1.1.4 種苗放流に必要な基礎情報 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

把握されて

いない 

データはあ

るが分析さ

れていない 

適正放流数、放流適

地、放流サイズ等の利

用できる情報があり分

析が進められている 

適正放流数、放

流適地、放流サ

イズは経験的に

把握されている 

適正放流数、放流適

地、放流サイズは調

査・研究によって把

握されている 

 

1.1.2 モニタリングの実施体制 

 資源生物学的情報を収集するためのモニタリング調査によって、対象魚種の把握並びに資

源管理の実施に必要な多数の有益な情報を得ることができる。モニタリング体制としての項

目並びに期間について、1.1.2.1～1.1.2.6 の 6 項目において資源評価の実施に必要な情報が整

備されているかを評価する。評価対象となる情報は、①科学的調査、②漁獲量の把握、③漁

獲実態調査、④水揚物の生物調査、である。種苗放流を実施している魚種については、⑤種

苗放流実績の把握、⑥天然魚と人工種苗の識別状況、についても対象とする。個別に採点し

た結果を単純平均して総合得点を算出する。ここでいう期間の長短とは、動向判断に必要な

5 年間または、3 世代時間(IUCN 2019)を目安とする。 

1.1.2.1 科学的調査 

 これまでに調査船・傭船・公庁船による調査により長期間のデータが得られている。一方

で季節や調査海域が限定されている関係で資源評価にとって十分な情報とはいえない。商業

船の漁獲物のサイズデータについては、対象漁業である近海はえ縄船を中心に、気仙沼市場

において雌雄別に体長を計測している。以上より 4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

資源評価に必要

な短期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な短期間の十分

な情報が利用で

きる 

資源評価に必要

な長期間のいく

つかの情報が利

用できる 

資源評価に必要

な長期間の十分

な情報が利用で

きる 

 

1.1.2.2 漁獲量の把握 

 本種は主に混獲されているため水揚げデータの総漁獲量は過小推定である。水揚げ量の大

部分を占める気仙沼(あるいはその他の主要な漁港)に所属するはえ縄漁船(主に近海)の操業

データはエリアのカバレージ・期間等を含め信頼性が高く、このデータから資源量指数の推

定が行われており、それに対してはえ縄の全努力量をかけることで漁獲量の推定が行われて

いる(甲斐・藤波 2020, 図 1.1.2.2)。したがって、資源評価で用いられている日本の漁獲量の

信頼性は高い。また、流し網や定置網等の沿岸漁業の漁獲量については農林水産統計のさめ

類の漁獲量をもとに計算しているが、本種の漁獲割合はさめ類の中で高いため、推定誤差は

小さいと考える。また、沿岸漁業が全体に占める漁獲量の割合は低く、はえ縄漁獲量の不確

実性に比べると資源評価に及ぼす推定誤差の影響は小さい。他方、公海域で本種を混獲して

いる遠洋船や近海域で深縄を用いてメバチ等を狙うはえ縄船による本種の漁獲量や投棄量の

推定精度向上は今後の課題といえる。以上より 5 点を配点する。 

図1.1.2.2 日本の主要漁港がある県(青森、岩手、宮城、千葉、神奈川、静岡、和歌山)へのヨシキ

リザメ水揚量(1992～2018年) 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲量は不

明である 

一部の漁獲量が

短期間把握でき

ている 

一部の漁獲量が長期間把握で

きているが、総漁獲量につい

ては把握できていない 

総漁獲量が

短期間把握

できている 

総漁獲量が

長期間把握

できている 

 

1.1.2.3 漁獲実態調査 

 気仙沼近海はえ縄船団は、報告義務のある漁獲成績報告書のほかに、水産機構がより詳細

な操業情報・漁獲物や投棄に関する情報収集を行っている(図 1.1.2.3)。これらの情報は時空間

統計解析(Kai et al. 2017)を行う上で有用な情報として用いられた。以上より 5 点を配点する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.1.2.3 日本の主要漁港がある県(青森、岩手、宮城、千葉、神奈川、静岡、和歌山)に所属す

るはえ縄漁船が使用した針数(1994～2018年) 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.4 水揚物の生物調査 

 気仙沼で行われている体長測定により得られたデータは、長期間の漁法別の体長変化を知

る上で有用な情報源となっており、資源評価モデルで用いられている(ISC 2017)。また、脊椎

骨は年齢査定の研究に、生殖腺のサンプルは繁殖生態の研究に用いられている。以上より 5

点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報

はない 

分布域の一部に

ついて短期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる短期

間の情報が利用

できる 

分布域の一部に

ついて長期間の

情報が利用でき

る 

分布域の全体を

把握できる長期

間の情報が利用

できる 

 

1.1.2.5 種苗放流実績の把握 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流実績等の

記録はほとん

どない 

. 一部の項目、地

域、時期について

は、放流実績等が

記録されていない 

親魚の由来、親魚

数、放流数、放流

サイズ、放流場所

の大部分は継続的

に記録されている 

対象資源について、親魚

の由来、親魚数、放流

数、放流サイズ、放流場

所が全て把握され継続的

に記録されている 

 

1.1.2.6 天然魚と人工種苗の識別状況 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

天然魚と放流魚

の識別が出来な

い状態である 

. 標識等により人工種

苗と天然種苗の識別

が可能である 

. 標識等により人工種苗の

放流履歴(年、場所等)ま

で把握可能である 

 

1.1.3 資源評価の方法と評価の客観性 

 資源評価は、漁業が与える影響により漁獲生物資源がどのように変化したかを把握し、ま

た、将来の動向を予測するため、漁獲統計資料や各種の調査情報を収集解析することであり、

資源(漁業)管理のための情報として非常に重要である(松宮 1996)。資源評価方法、資源評価結

果の客観性を 1.1.3.1、1.1.3.2 の 2 項目で評価する。 

1.1.3.1 資源評価の方法 

 資源評価は統合モデル(SS)を用いて 1971～2015 年の期間で行われた(ISC 2017)。SS には、

現在考えられる最良の生物学的知見が考慮され、日本、台湾、墨国、米国及び SPC(太平洋共

同体)から報告された資源量指数(CPUE)、漁獲サイズデータ及び総漁獲量統計が入力されてい

る。このモデルは漁獲量・CPUE・生物パラメータに加えて年齢や体長の構造も考慮できる複

雑なモデルであるが、北太平洋系群はこれらのデータが十分にあるため、SS による資源評価

が可能である。資源評価結果は、複数のモデル診断により推定精度や不確実性の影響が考慮

された。課題はあるが、資源評価結果に大きな影響を及ぼすような問題はない。以上より評
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価手法 1 により判定し、5 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① . . . 単純な現存量推

定の経年変化に

より評価 

努力量情報を加える

など詳細に解析した

現存量推定の経年変

化により評価 

② . . 単純なCPUEの

経年変化によ

り評価 

標準化を行うな

ど詳細に解析し

たCPUEの経年変

化により評価 

. 

③ . 一部の水揚げ地の

漁獲量経年変化の

みから評価また

は、限定的な情報

に基づく評価 

漁獲量全体の

経年変化から

評価または、

限定的な情報

に基づく評価 

. . 

④ . . . 分布域の一部で

の調査に基づき

資源評価が実施

されている 

分布域全体での調査

に基づき資源評価が

実施されている 

⑤ 資源評価無 . . . . 

 

1.1.3.2 資源評価の客観性 

 資源評価の詳細については ISC のホームページに報告書を公開している(ISC 2019)。また、

資源評価結果の報告書は太平洋を管轄する国際条約機関である全米熱帯まぐろ類委員会

(IATTC)や WCPFC のホームページでも公開されている(IATTC 2019, WCPFC 2020)。この報告

書には、解析方法やデータの詳細が記述されている。報告書作成過程では、ISC、WCPFC、

IATTC の参加者により資源評価に用いたデータ・解析手法・結果の解釈等について議論が行

われ、最終的に承認を受け公開される。また、ISC では第三者の有識者による査読が行われる

仕組みがあるが、これまで本種には適用されていない。以上より 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

データや検討の場

が非公開であり、

報告書等の査読も

行われていない 

. データや検討の場が条件付

き公開であり、資源評価手

法並びに結果については内

部査読が行われている 

. データや検討の場が公開

されており、資源評価手

法並びに結果については

外部査読が行われている 

 

1.1.4 種苗放流効果 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 
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1.2 対象種の資源水準と資源動向 

1.2.1 対象種の資源水準と資源動向 

 最大持続生産量 (MSY) を達成する資源量に対する現在の資源量 (B) の相対値は

B2015/BMSY=1.69、漁獲死亡係数(F)の相対値は F2011/FMSY=0.38 である(図 1.2.1 参照)。資源評価

の結論として、MSY を管理基準値とすると、現在(2012～2015 年)の資源量は乱獲状態になく、

過剰漁獲の状態でもないことが示された(ISC 2017)。以上より 5 点を配点する。 

 
 
 
図1.2.1 神戸プロット。 
横軸はMSY水準のヨシキリ

ザメ親魚量に対する各年の

親魚量(メス)の相対的な割

合を表し、1より大きけれ

ば親魚量はMSYより多いこ

とを意味する。 
縦軸はMSY水準のヨシキリ

ザメ漁獲の強度に対する各

年の漁獲の強度の相対的な

割合を表し、1より大きけ

れば漁獲の強度はMSY水準

より高いことを意味する。 
各背景の色は資源状態を表

し、緑は親魚資源量、漁獲

の強度ともに健全な状態で

乱獲状態でもなく過剰漁獲

行為も行われていない状態

を表すが、赤は乱獲状態

で、過剰漁獲行為が行われ

ている状態を表す。 
 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 限界管理基準値

以下 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・減少 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・横ばい 

目標管理基準値

～限界管理基準

値・増加 

目標管理基準値

以上 

② 低位・減少 

低位・横ばい 

判定不能、不明 

低位・増加 

中位・減少 

中位・横ばい 高位・減少 

中位・増加 

高位・増加 

高位・横ばい 

 

1.3 対象種に対する漁業の影響評価 

1.3.1 現状の漁獲圧が対象資源の持続的生産に及ぼす影響 

 WCPFC 及び IATTC では、さめ類に対する管理基準値は決まっていないが、これまで MSY

をベースとして資源状態が判断されてきた。資源量が MSY 水準を下回れば管理勧告が出さ
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れるケースが多いことから MSY 水準は限界管理基準値(SBlimit)と考えるのが妥当である。以

上より評価手法 2 により判定し、5 点を配点する。 

評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① SBcur ≦ SBtarget 

Fcur ＞ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 

Fcur ＞ Fmsyまたは 

SBcur ≦ SBtarget 

Fcur ≦ Fmsy 

. SBcur ＞ SBtarget 

Fcur ≦ Fmsy 

② Bcur ≦ Blimit 

Fcur ＞ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ＞ Flimitまたは 

Bcur ≦ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

. Bcur ＞ Blimit 

Fcur ≦ Flimit 

③ Ccur ＞ ABC . . Ccur ≦ ABC . 

④ 漁業の影響が大きい . 漁業の影響が小さい . . 

⑤ 不明、判定不能 . . . . 

 

1.3.2 現状漁獲圧での資源枯渇リスク 

 2015 年の資源量は MSY 水準を上回っており、2012～2014 年の漁獲圧は MSY 水準を下回

っている。図 1.3.2 に示したように将来予測の結果は、異なる漁獲圧のシナリオ(現状、±20%、

MSY 水準)において将来の資源量の中央値が MSY 水準を下回りそうにないことを示した(ISC 

2017)。以上より評価手法 2 により判定し、4 点を配点する。 

 
図1.3.2  4つの異なる漁獲戦略を行った場合のヨシキリザメ親魚量(メス)の10年間(2015～2024年)の将

来予測。AveF(2012～2014)は2012～2014年の平均値の漁獲強度Fで漁獲を行った場合。FMSYはMSY
水準のFで漁獲を行った場合。AveF+20は現在の平均値のFを20%増やした場合。AveF-20は現在の平

均値のFから20%減らした場合。水平の点線はMSY水準の親魚量を表す。 
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評価

手法 

1点 2点 3点 4点 5点 

① 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

. 資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

がほとんど無い

と判断される 

②③ 資源枯渇リスク

が高いと判断さ

れる 

資源枯渇リスク

が中程度と判断

される 

. 資源枯渇リスク

が低いと判断さ

れる 

. 

④ 判定していない . . . . 

 

1.3.3 資源評価結果の漁業管理への反映 

 資源評価は、それ自体が最終的な目的ではなく、資源管理、漁業管理のための情報を増大

させる一環として位置づけられる(松宮 1996)。漁業管理方策策定における資源評価結果の反

映状況を、規則と手続きの視点から評価する。 

1.3.3.1 漁業管理方策の有無 

 後述の自主管理を除き、WCPFC や IATTC が策定した漁業制御規則はない。これは本種が

一般的に混獲されること、資源状態が良好なことが理由として挙げられる。資源状態が悪い

混獲種(国際資源)の場合、このような混獲種に対しては漁獲量の制限や保持禁止(生存放流の

推奨)等の措置が取られている。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁獲制御

規則はな

い 

漁獲制御規則があ

るが、漁業管理に

は反映されていな

い 

. 漁獲制御規則が

あり、その一部

は漁業管理に反

映されている 

漁獲制御規則があり、漁業管理

に十分反映されている。若しく

は資源状態が良好なため管理方

策は管理に反映されていない 

 

1.3.3.2 予防的措置の有無 

 管理基準値が正式に決まっていないため、不確実性に関する議論も行われていない。以上

より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

予防的措置が考

慮されていない 

予防的措置は考慮さ

れているが、漁業管

理には反映されてい

ない 

. 予防的措置は考慮され

ており、その一部は漁

業管理に十反映されて

いる 

予防的措置が考

慮されており、

漁業管理に十分

反映されている 

 

1.3.3.3 環境変化が及ぼす影響の考慮 

 分布範囲が広いことや親の量によって子の量が決まる親子関係が強いと考えられることか
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ら(Kai and Fujinami, 2018)、環境変化の資源に対する影響は大きくないと考えられるが、考慮

はされていない。以上より 1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

環境変化の影

響について

は、調べられ

ていない 

環境変化の影響が

存在すると思われ

るが、情報は得ら

れていない 

環境変化の影響

が把握されてい

るが、現在は考

慮されていない 

環境変化の影響

が把握され、一

応考慮されてい

る 

環境変化の影響

が把握され、十

分に考慮されて

いる 

 

1.3.3.4 漁業管理方策の策定 

 気仙沼近海はえ縄船団は、自主管理計画書を、国を通じて WCPFC に提出している。この

中では、自主的に本種を含むさめ類の漁獲量の上限を決め、毎年漁獲の現状を WCPFC に報

告している(Japan Fisheries Agency 2019)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

外部専門家や利害関係者の意

見は全く取り入れられていな

い、または、資源評価結果は

漁業管理へ反映されていない 

. 内部関係者の検

討により、策定

されている 

外部専門家を

含めた検討の

場がある 

外部専門家や利

害関係者を含め

た検討の場が機

能している 

 

1.3.3.5 漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU 漁業などの考慮 

 IUU 船舶はリスト化されて、WCPFC ホームページで公表されている(WCPFC 2021)。以上

より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

遊漁、外

国漁船、

IUUなど

の漁獲の

影響は考

慮されて

いない 

遊漁、外国漁

船、IUU漁業に

よる漁獲を考慮

した漁業管理方

策の提案に向け

た努力がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁

獲を考慮する必要

があり、一部に考

慮した漁業管理方

策の提案がなされ

ている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁獲

を殆ど考慮する必要

がないか、もしくは

十分に考慮した漁業

管理方策の提案がな

されている 

遊漁、外国漁船、

IUU漁業による漁獲

を考慮する必要が

ないか、もしくは

完全に考慮した漁

業管理方策の提案

がなされている 
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2．海洋環境と生態系への配慮 
概要 

生態系情報・モニタリング(2.1) 

 ヨシキリザメ(北太平洋)を漁獲する漁業の生態系への影響の把握に必要となる情報、モニ

タリングの有無については以下の状況である。中西部太平洋における生態系と混獲の問題、

生態系モデル解析、はえ縄等の漁獲情報は得られている(2.1.1 5 点)。熱帯まぐろ類とカツ

オの仔稚魚を対象とした調査船調査が不定期的に実施されており、当調査において、動物プ

ランクトン採集や海洋環境調査も実施されている(2.1.2 3 点)。2008 年から科学オブザーバ

ー計画が確立され、はえ縄やまき網による漁獲物及び混獲物の漁獲実績及びサイズ情報が取

得される体制が整い、混獲や漁獲物組成等について部分的な情報が収集可能となっている

(2.1.3 3 点)。 

同時漁獲種(2.2) 

 ヨシキリザメを漁獲するはえ縄漁業による他魚種への影響であるが、混獲利用種と考えら

れるビンナガ、メバチ、キハダ、メカジキは資源は懸念される状態になかった(2.2.1 4 点)。

混獲非利用種への影響は、PSA 評価によるはえ縄の潜在的なリスクは、アオウミガメ、アカウ

ミガメ、タイマイ、ヒメウミガメで高く、アカマンボウ、オキゴンドウでは中程度とされる

など、潜在的リスクが中から高程度と判断されるものが複数含まれた(2.2.2 2 点)。希少種

への影響は全体平均では低いと判断されたが、ウミガメ類のリスクが高いと判断された

(2.2.3 3 点)。 

生態系・環境(2.3) 

 食物網を通じたヨシキリザメ漁獲の間接影響については以下の通りである。ヨシキリザメ

は最高次捕食者に近いためヨシキリザメに依存する捕食者は少ないであろうと考えられる

(2.3.1.1 5 点)。餌生物は小型魚類等で、特定の種を選ぶのではなく日和見的食性を示すと

される。餌生物の豊度として北西太平洋における多獲性小型浮魚類全体の資源量を考えると

合計資源量が横ばい傾向であった(2.3.1.2 4 点)。競争者としては、まぐろはえ縄の混獲種

として漁獲量が多く、ヨシキリザメ同様魚食性が強いビンナガ、メバチ、キハダ、メカジキ

が挙げられるが、これらの資源は懸念される状態ではなかった(2.3.1.3 4 点)。総漁獲量及

び漁獲物の平均栄養段階は 2004 年以降、太平洋南区において減少しており、対象漁業による

影響の強さは重大ではないが、生態系特性の一部変化が懸念される(2.3.2 3 点)。水質環境

への影響は軽微と判断された(2.3.5 4 点)。はえ縄船の CO2 排出量は比較的多く大気環境へ

の影響が懸念された(2.3.6 3 点)。 
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評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

ヨシキリザメは基本的にはまぐろはえ縄漁業の混獲種である(甲斐・藤波 2020)。2018 年

に我が国で水揚げされたヨシキリザメは 7,660 トンであるが(仙波 2020)、漁法別でははえ縄

が 86％を占めたため(水産機構調べ)、評価対象漁業ははえ縄(まぐろはえ縄)とする。まぐろ

はえ縄のうち遠洋まぐろはえ縄は評価対象海域を外れるため、対象は近海まぐろはえ縄、沿

岸まぐろはえ縄となるが、漁獲量ではまぐろはえ縄の占める割合が大きい(甲斐・藤波 2020)。 

② 評価対象海域の特定 

 太平洋のヨシキリザメは温帯域での分布豊度が高く、南北太平洋は別系群と考えられてい

る(甲斐・藤波 2020)。そのため、評価対象海域は北太平洋であるが、近海まぐろはえ縄の主

な漁場は北太平洋の中西部とされるため(全国漁業就業者確保育成センター 2018)、北太平洋

の中西部とする。 

③ 評価対象漁業と生態系に関する情報の集約と記述 

1) 漁具，漁法 

 我が国の近海まぐろはえ縄の場合、長さ120 km以上の幹縄に枝縄を3,000本程度付ける。 

2) 船サイズ，操業隻数 

 はえ縄船の操業隻数は、日本の 200 トン未満船 278 隻、200 トン以上船 83 隻、韓国の中・

大型船 112 隻、台湾の大型船 73 隻、100 トン未満の小型船 1,275 隻、中国の氷蔵船 245 隻、

急速冷凍船 108 隻、合計 2,174 隻となっている(佐藤 2016)。 

3) 主要魚種の年間漁獲量 

中西部北太平洋より南の海域も含むが、中部西太平洋(FAO の 71 海区)における 2018 年の

主な漁獲物の漁獲量は以下の通りである(FAO 2020)。 

英名 和名 学名 千トン 
Skipjack tuna カツオ Katsuwonus pelamis 1849.9 
Yellowfin tuna キハダ Thunnus albacares 560.1 
Short mackerel   Rastrelliger brachysoma 230.4 
Bigeye scad メアジ Selar crumenophthalmus 172.6 
Indian mackerel グルクマ Rastrelliger kanagurta 172 
Kawakawa スマ Euthynnus affinis 148 
Narrow-barred Spanish mackerel ヨコシマサワラ Scomberomorus commerson 147.6 
Frigate tuna ヒラソウダ Auxis thazard 115.7 
Bigeye tuna メバチ Thunnus obesus 83.9 
Yellowstripe scad ホソヒラアジ Selaroides leptolepis 78.7 
Albacore ビンナガ Thunnus alalunga 47.6 
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4) 操業範囲 

ヨシキリザメを漁獲しているマグロはえなわ漁業の漁場図は以下の通りである。 

図. ヨシキリザメの漁場図とはえなわの CPUE(中野 1994 より転載) 

 

5) 操業の時空間分布 

空間分布は上図のようである。季節的には、水温の最も高い 9 月には 35～45°N、最も低い

3 月には 30～36°N 付近に CPUE の高い漁場が移動する(中野 1994)。 

6)同時漁獲種 

利用種：2018 年の農林水産統計(農林水産省 2019)による、近海まぐろはえ縄、沿岸まぐろは

え縄での魚種別漁獲量は下表の通りである。 

  近海 沿岸 合計 率(％) 

ビンナガ 11,959 889 12,848 30.0 

さめ類 10,279 571 10,850 25.3 

メバチ 6,924 298 7,222 16.9 

キハダ 4,876 1,611 6,487 15.1 

メカジキ 2,381 69 2,450 5.7 

くろかじき類 804 83 887 2.1 

マカジキ 640 240 880 2.1 

クロマグロ 201 483 684 1.6 

合計 38,426 4,427 42,853 100 
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さめ類の種別漁獲量は不明なため、Clarke et al.(2014)における中・西部太平洋におけるまぐろ

はえ縄でのさめ類漁獲尾数(2000～2009 年の平均)で按分すると以下の通りである。 

魚種 漁獲尾数(Clarke et.al.) 推定漁獲量(トン) 2018年の比率(%) 

ヨシキリザメ 793 7,411 17.3 

クロトガリザメ 144 1,346 3.1 

ヨゴレ 89 832 1.9 

オナガ 71 664 1.5 

アオザメ 64 598 1.4 

 

非利用種： 

中西部太平洋におけるはえ縄の混獲種で非利用種と考えられるのは以下の通りである(Clarke 

et al. 2014)。 

海亀類：アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイ、オサガメ、ヒメウミガメ。この中でアカウ

ミガメは南北太平洋においてはえ縄の 1,000 針当り混獲数が 0.01 を超え、特異的に高い

とされる。 

海鳥類：クロアシアホウドリ、コアホウドリ等のアホウドリ科、及び Macronectes, Pterodroma, 

Procellaria 属等のミズナギドリ科鳥類が混獲の候補である。ただし海鳥類は熱帯域での混

獲は稀とされるため、キハダのはえ縄漁場とは重ならないと考えられる。 

海産ほ乳類：ハワイ沖のデータでは影響が大きいとされるのはオキゴンドウである。 

硬骨魚類：シイラの 4～18％、アカマンボウの 3～50％、バラムツの 23～73％、マンボウの 48

～98％は投棄される。 

 

7) 希少種： 

環境省(2019)によるレッドデータブック掲載種の中で、生息環境が中西部太平洋と重複す

る動物は以下の通りである。 

爬虫類：アカウミガメ(EN)、アオウミガメ(VU)、タイマイ(EN) 

鳥類：ウミスズメ(CR)、コアホウドリ(EN)、アカアシカツオドリ(EN)、アホウドリ(VU)、ヒメ

クロウミツバメ(VU)、オオアジサシ(VU)、ベニアジサシ(VU)、エリグロアジシ(VU) 

まぐろはえ縄漁業は海洋で行われているため、淡水・汽水魚は除外した。  
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2.1 操業域の環境・生態系情報、科学調査、モニタリング 

2.1.1 基盤情報の蓄積 

中西部太平洋水域における生態系と混獲の問題、生態系モデル解析、はえ縄やまき網によ

る混獲情報が必要に応じてまとめられており(MRAG Americas Inc. 2002, Allain et al. 2015, 

Clarke et al. 2014, Hall and Roman, 2013)、5 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報は

ない 

 部分的だが利

用できる情報

がある 

リスクベース評価

を実施できる情報

がある 

現場観測による時系列データや生

態系モデルに基づく評価を実施で

きるだけの情報が揃っている 

 

2.1.2 科学調査の実施 

中西部太平洋において、熱帯まぐろ類とカツオの仔稚魚を対象とした調査船調査が不定期

的に実施されている。また当調査において、動物プランクトン採集や海洋環境調査も実施さ

れているため(Uosaki et al. 2016)、3 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

科学調査は実施さ

れていない 

 海洋環境や生態系につ

いて部分的・不定期的

に調査が実施されてい

る 

海洋環境や生態系

に関する一通りの

調査が定期的に実

施されている 

海洋環境モニタリン

グや生態系モデリン

グに応用可能な調査

が継続されている 

 

2.1.3 漁業活動を通じたモニタリング 

2008 年から中西部太平洋において、科学オブザーバー計画が確立され、はえ縄やまき網に

よる漁獲物及び混獲物の漁獲実績及びサイズ情報が取得される体制が整い、混獲や漁獲物組

成等について部分的な情報が収集可能となっているので、3 点とした(WCPFC 2007)。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業活動から情報

は収集されていな

い 

 混獲や漁獲物組

成等について部

分的な情報を収

集可能である 

混獲や漁獲物組

成等に関して代

表性のある一通

りの情報を収集

可能である 

漁業を通じて海洋環境

や生態系の状態をモニ

タリングできる体制が

あり、順応的管理に応

用可能である 

 

2.2 同時漁獲種 

2.2.1 混獲利用種 

近海、及び沿岸まぐろはえ縄で、総漁獲量の 5％を超える魚種は、ビンナガ、ヨシキリザメ、

メバチ、キハダ、メカジキであった。資源状態から評価を実施した結果 4 点となった。 
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まぐろはえ縄混獲利用種CA評価結果 

評価対象漁業 まぐろはえ縄 

評価対象海域 中西部太平洋 

評価対象魚種 ビンナガ、メバチ、キハダ、メカジキ 

評価項目番号 2.2.1. 

評価項目 混獲利用種 

評価対象要素 

資源量 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 
ビンナガ、メバチ、キハダ、メカジキはいずれも資源は懸念される状態にないこと

から4点とする。 

評価根拠 

ビンナガ(北太平洋)、メバチ(中西部太平洋)、キハダ(中西部太平洋)、メカジキ

(北太平洋)の資源状態は以下の通りである。 

・ビンナガ北太平洋：資源の水準・動向は中位・横ばい。SSBMSY(メスのみ)＝2.4 

万トンに対し、SSB2015(メスのみ)は8.0 万トンと推定され、F2012-2014／FMSYは0.61と

されることから資源は乱獲ではなく、漁獲圧は過剰ではないと考えられる(清藤 

2020)。 

・メバチ中西部太平洋：資源の水準・動向は中位・横ばい。2012～2015 年の平均

の産卵資源量のレベルSB2012-2015／SBF=0は0.36であり限界管理基準値((SBlimit))(SB

／SBF=0＝0.20)を上回っている。F2012-2015/FMSY = 0.77であり漁獲圧は過剰でない可能

性が高い(佐藤 2020a)。 

・キハダ中西部太平洋：資源の水準は中位～低位、動向は横ばいである。2012～

2015年の平均の産卵資源量のレベル(SB2012-2015／SBF=0)は0.33であり、限界管理基準

値(SB/SBF=0 = 0.20)を上回っている。2012～2015年の平均漁獲係数はFmsyを下回っ

た(F2012-2015／FMSY=0.74)。つまり資源は乱獲状態の可能性は低く、漁獲圧は過剰でな

い可能性が高い(佐藤 2020b)。 

・メカジキ(北太平洋)：中西部北太平洋系群については、資源の水準、動向は高

位・増加である。現在の資源量は乱獲状態になく、漁獲も過剰漁獲状態ではない

(井嶋 2020)。 

 

以上の通りビンナガ、メバチ、メカジキの資源状態は懸念される状態になく、低位

の可能性があるキハダについても資源は乱獲状態ではなく漁獲圧も過剰ではないと

された。このため4点とする。 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

混獲利用種の中に

資源状態が悪い種

もしくは混獲によ

る悪影響のリスク

が懸念される種が

多く含まれる 

混獲利用種の中に混獲による

資源への悪影響が懸念される

種が少数含まれる。CAやPSA

において悪影響のリスクは総

合的に低いが、悪影響が懸念

される種が少数含まれる 

混獲利用種の中

に資源状態が悪

い種もしくは混

獲による悪影響

のリスクが懸念

される種が含ま

れない 

個別資源評価に

基づき、混獲利

用種の資源状態

は良好であり、

混獲は持続可能

な水準にあると

判断される 

 

2.2.2 混獲非利用種 

 海産爬虫類では、アオウミガメ、アカウミガメ、タイマイ、オサガメ、ヒメウミガメ等が混

獲投棄される。これらの定量的な資源量情報が不足している種については、Kirby and Hobday 
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(2007)によって PSA による評価が実施されている。その結果、はえ縄の潜在的なリスクはア

オウミガメ、アカウミガメ、タイマイ、ヒメウミガメでは高い、オサガメでは表層で中程度、

深層で低いと判断されており、全体的にリスクが高いと考えられる。Kirby and Hobday (2007)

によれば、アカマンボウへのリスクは中程度、マンボウでは深層で中程度、表層では低い、

シイラについては中程度、バラムツは低いと判断されている。Kelleher(2005)によれば、まぐ

ろ及び高度回遊性魚類のはえ縄漁業の投棄率は 28.5％とされるが、その内訳は不明である。

中部西太平洋では硬骨魚類はアカマンボウ、マンボウ、シイラ、バラムツの混獲が大きいが、

シイラ以外は漁獲量統計がなく資源の動向は不明である。シイラについては、太平洋中西部

の漁獲量は図 2.2.2 に示すように 2000 年代以降、増加傾向が顕著である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.2 中西部太

平洋におけるシイラ

漁獲量(FA0 2020) 

 

 海産ほ乳類の中で、はえ縄の影響があるとされるオキゴンドウ(Clarke et al. 2014)について

は、同じく Kirby and Hobday (2007)の PSA によれば中程度と判断されている。 

 以上のように混獲種の中には、はえ縄の混獲による潜在的なリスクが中程度から高いと判

断されるものが複数含まれるため、全体のスコアは 2 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実施

できない 

混獲非利用種の中に

資源状態が悪い種が

多数含まれる。PSA

において悪影響のリ

スクが総合的に高

く、悪影響が懸念さ

れる種が含まれる 

混獲非利用種の中に資

源状態が悪い種が少数

含まれる。PSAにおい

て悪影響のリスクは総

合的に低いが、悪影響

が懸念される種が少数

含まれる 

混獲非利用種の中

に資源状態が悪い

種は含まれない。

PSAにおいて悪影響

のリスクは低く、

悪影響が懸念され

る種は含まれない 

混獲非利用種の

個別資源評価に

より、混獲は資

源に悪影響を及

ぼさない持続可

能レベルにある

と判断できる 

 

2.2.3 希少種 

 環境省が指定した絶滅危惧種のうち、評価対象水域と分布域が重複する種は、アカウミガ
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メ、アオウミガメ、タイマイ、ウミスズメ、コアホウドリ、アカアシカツオドリ、アホウド

リ、ヒメクロウミツバメ、オオアジサシ、ベニアジサシ、エリグロアジサシである。 

これらの種について PSA でリスク評価(表 2.2.3c 参照)したものが表 2.2.3a、生物特性値

等をまとめたものが表 2.2.3b である。全体平均では低いと判断されたが、ウミガメ類のリス

クが高いと判断されたため、3 点とした。 

表2.2.3a 希少種のPSA評価結果(はえ縄) 

 

 

表2.2.3b. 希少種の生産性に関する生物特性値 

評価対象生物 成熟開始

年齢(年) 
最大年

齢(年) 
抱卵

数 
最大体

長(cm) 
成熟体

長(cm) 
栄養段

階TL 
出典 

アカウミガメ 
35 70～80 400 110 80 4 

岡本ほか(2020), 石原
(2012), IUCN (2017) 

アオウミガメ 
19 70～80 400 100 92 2.1 

岡本ほか(2020), 石原

(2012)，Seminoff (2004) 
タイマイ 

30-50 20-40 
96-
200 

80 60 2.1 
岡本ほか(2020), 石原

(2012)，UMMZ (2020) 
ウミスズメ 

2 7 2 26 24 3.8 
叶内ほか (1998), Preikshot 
(2005)，HAGR (2017) 

コアホウドリ 
8 55 1 81 79 4+ 

浜口ほか (1985), Gales 
(1993) 

アカアシカツオド

リ 
2 20+ 1 80 70 4+ 

高野(1981) 

アホウドリ 5 25+ 1 94 84 4+ 長谷川(1998) 
ヒメクロウミツバ

メ 
2 6 1 20 19 3.6 

浜口ほか(1985), 
Klimkiewicz et al. (1983) 

オオアジサシ 
3 21 1.5 53 43 3.8 

浜口ほか(1985), Milessi et 
al. (2010) 

ベニアジサシ 不明 23 1–3 76 67 不明 山階鳥類研究所 (2017) 
エリグロアジサシ 不明 23 2 76 67 不明 山階鳥類研究所 (2017) 
UMMZ: University of Michigan, Museum of Zoology 
HAGR: Human Ageing Genomic Resources 
 
表2.2.3c PSA評価採点 

  P(生産性スコア) 1(高生産性) 2(中生産性) 3(低生産性) 

P1 成熟開始年齢 < 5年 5-15年 > 15年 

P2 最高年齢(平均) < 10歳 10-25歳 > 25歳 

P3 抱卵数 > 20,000卵／年 100-20,000卵／年 < 100卵／年 

P4 最大体長(平均) < 100 cm 100-300 cm > 300 cm 

評価対象生物 P（生産性，Productivity）スコア S（感受性，Susceptibiliity）スコア PSA評価結果

採点項目 標準和名
脊椎動物or

無脊椎動物

成
熟
開

始

年
齢

最
高
年

齢

抱
卵
数

最
大
体

長

成
熟
体

長

繁
殖
戦
略

栄
養
段

階

密
度
依

存

性

P
ス
コ
ア
総

合
点

（
算
術
平

均
）

水
平
分

布

重
複
度

鉛
直
分

布

重
複
度

漁
具
の

選

択
性

遭
遇
後

死

亡
率

S
ス
コ
ア
総

合
点

（
幾
何
平

均
） PSA

スコア
リスク区分

2.2.3 アカウミガメ 脊椎動物 3 3 2 2 2 2 3 2.43 2 3 2 2 2.21 3.29 高い

2.2.3 アオウミガメ 脊椎動物 2 3 2 2 2 2 3 2.29 2 3 2 2 2.21 3.18 高い

2.2.3 タイマイ 脊椎動物 3 3 2 2 2 2 3 2.43 2 3 2 2 2.21 3.29 高い

2.2.3 ウミスズメ 脊椎動物 1 1 3 1 1 2 3 1.71 1 1 1 2 1.19 2.09 低い

2.2.3 コアホウドリ 脊椎動物 2 3 3 1 2 2 3 2.29 1 1 1 2 1.19 2.58 低い

2.2.3
アカアシカツ

オドリ
脊椎動物 1 2 3 1 2 2 3 2.00 1 2 1 2 1.41 2.45 低い

2.2.3 アホウドリ 脊椎動物 2 2 3 1 2 2 3 2.14 1 1 1 2 1.19 2.45 低い

2.2.3
ヒメクロウミツ

バメ
脊椎動物 1 1 3 1 1 2 3 1.71 1 1 1 2 1.19 2.09 低い

2.2.3 オオアジサシ 脊椎動物 1 1 3 3 1 2 3 2.00 1 1 1 2 1.19 2.33 低い

2.2.3 ベニアジサシ 脊椎動物 不明 2 3 1 1 2 不明 1.80 1 1 1 2 1.19 2.16 低い

2.2.3
エリグロアジ

サシ
脊椎動物 不明 2 3 1 1 2 不明 1.80 1 1 1 2 1.19 2.16 低い

対象漁業 はえ縄 対象海域 中西部太平洋 PSAスコア全体平均 2.55 低い
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P5 成熟体長(平均) < 40 cm 40-200 cm > 200 cm 

P6 繁殖戦略 浮性卵放卵型 沈性卵産み付け型 胎生・卵胎生 

P7 栄養段階 < 2.75 2.75-3.25 > 3.25 

P8 密度依存性(無脊

椎動物のみ適用) 

低密度における補償作

用が認められる 

密度補償作用は認め

られない 

低密度における逆補償作

用(アリー効果)が認めら

れる 

P Pスコア総合点 算術平均により計算する =(P1+P2+…Pn)/n 

  S(感受性スコア) 1(低感受性) 2(中感受性) 3(高感受性) 

S1 水平分布重複度 < 10 % 10-30 % > 30% 

S2 鉛直分布重複度 漁具との遭遇確率低い 漁具との遭遇確率は中

程度 

漁具との遭遇確率高い 

S3 漁具の選択性 成熟年齢以下の個体は

漁獲されにくい 

成熟年齢以下の個体が

一般的に漁獲される 

成熟年齢以下の個体が頻

繁に漁獲される 

S4 遭遇後死亡率 漁獲後放流された個体

の多くが生存すること

を示す証拠がある 

漁獲後放流された個体

の一部が生存すること

を示す証拠がある 

漁獲後保持される，もし

くは漁獲後放流されても

大半が死亡する 

S Sスコア総合点 幾何平均により計算する '=(S1*S2*...Sn)^(1/n) 

  PSAスコア < 2.64 低い 2.64-3.18 中程度 > 3.18 高い 

  PSAスコア総合点 PとSのユークリッド距離として計算する '=SQRT(P^2 +S^2) 

  全体評価 PSAスコア全体平均値及び高リスク種の有無に基づき評価する 

 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

希少種の中に資源状態が

悪く、当該漁業による悪

影響が懸念される種が含

まれる。PSAやCAにおい

て悪影響のリスクが総合

的に高く、悪影響が懸念

される種が含まれる 

希少種の中に資源状態

が悪い種が少数含まれ

る。PSAやCAにおいて

悪影響のリスクは総合

的に低いが、悪影響が

懸念される種が少数含

まれる 

希少種の中に資源状

態が悪い種は含まれ

ない。PSAやCAにおい

て悪影響のリスクは

総合的に低く、悪影

響が懸念される種は

含まれない 

希少種の個別

評価に基づ

き、対象漁業

は希少種の存

続を脅かさな

いと判断でき

る 

 

2.3 生態系・環境 

2.3.1 食物網を通じた間接作用 

2.3.1.1 捕食者 

 ヨシキリザメは幼魚の時期には大型のサメ、海産哺乳類による捕食があり得るが、成魚に

ついては知られていない(Nakano and Seki 2003)。したがってヨシキリザメは最高次の捕食者

に近いため捕食される機会は少ないであろうと考え、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

多数の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

一部の捕食者に

定向的変化や変

化幅の増大など

の影響が懸念さ

れる 

CAにより対象漁

業の漁獲・混獲

によって捕食者

が受ける悪影響

は検出されない 

生態系モデルベースの評価に

より、食物網を通じた捕食者

への間接影響は持続可能なレ

ベルにあると判断できる 
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2.3.1.2 餌生物 

北西太平洋域におけるヨシキリザメの主要な餌生物は沿岸域から中深層に分布するカタク

チイワシ、ハダカイワシ類、開眼目頭足類とされる(Fujinami et al. 2018)。ただし特に選択的で

はなく日和見的食性を示すとされる(甲斐・藤波 2020)。そのため、餌生物の豊度としては、

特定の魚種ではなく北西太平洋における多獲性小型浮魚類であるマイワシ、カタクチイワシ、

マサバ、ゴマサバ、サンマ、スルメイカの全体の資源量をもとに評価を行った。その結果、こ

れら多獲性小型浮魚類全体では資源量が横ばい傾向であることから、4 点とする。 

ヨシキリザメ餌生物に対する評価結果 

評価対象漁業 はえ縄 

評価対象海域 中西部北太平洋 

評価対象魚種 マイワシ、カタクチイワシ、マサバ、ゴマサバ、サンマ、スルメイカ 

評価項目番号 2.３.1.2 

評価項目 餌生物 

評価対象要素 

資源量 4 

再生産能力  

年齢・サイズ組成  

分布域  

その他：  

評価根拠概要 
多獲性小型浮魚類のうちカタクチイワシ、スルメイカの資源状態が懸念される

が、多獲性小型浮魚類全体の資源量は横ばいであることから4点とした。 

評価根拠 

ヨシキリザメの餌生物と考えられる多獲性浮魚類の資源評価結果は、 

・マイワシ太平洋系群：中位・増加(古市ほか 2020)。 

・カタクチイワシ太平洋系群：低位・減少(上村ほか 2020) 

・マサバ太平洋系群：親魚量はSBlimit案以上、目標管理基準値(SBmsy)以下で

あるが、動向は増加傾向である(由上ほか 2020a)。 

・ゴマサバ太平洋系群: 親魚量はSBlimit案以上、目標管理基準値(SBmsy)以下

であり、動向は減少傾向である(由上ほか 2020b)。 

・サンマ(北太平洋)：中位・減少(巣山ほか 2020) 

・スルメイカ(冬季発生系群)：低位・減少(加賀ほか 2020) となっている。 

図2.3.1.2に示したように、カタクチイワシ、サンマ、スルメイカ、ゴマサバの資

源量は減少傾向であるが、マイワシ、マサバでは増加傾向であり、多獲性小型浮

魚類全体では資源量が横ばい傾向であることから、4点とする。 

 

 
 図2.3.1.2 太平洋側、多獲性小型浮魚類の資源量 
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1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

多数の餌生物に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の餌生物に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って餌生物が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの評価

により、食物網を通じた餌

生物への間接影響は持続可

能なレベルにあると判断で

きる 

 

2.3.1.3 競争者 

まぐろはえ縄の混獲種として漁獲量が多く、ヨシキリザメ同様魚食性が強いビンナガ、メ

バチ、キハダ、メカジキを競争者と見做した。これら 4 種は 2.2.1 で評価した混獲利用種と

同一であり、いずれの資源も懸念される状態ではなく、2.2.1 の評価が 4 点であったことか

ら本項目も 4 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

多数の競争者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

一部の競争者に定

向的変化や変化幅

の増大などの影響

が懸念される 

CAにより対象漁業

の漁獲・混獲によ

って競争者が受け

る悪影響は検出さ

れない 

生態系モデルベースの評価

により、食物網を通じた競

争者への間接影響は持続可

能なレベルにあると判断で

きる 

 

2.3.2 生態系全体 

 2018 年の海面漁業生産統計によれば、太平洋中区と太平洋南区の漁獲量で上位 10 種に入

った魚種の漁獲組成は図 2.3.2a の通りである。図 2.3.2b に示した評価対象海域における漁獲

物の栄養段階組成をみると、太平洋中区では栄養段階(TL)3.5～4.0 と TL2.0～2.5 で多く、太

平洋南区では栄養段階が高くなるにつれ漁獲量が多くなることがわかる。太平洋南区では総

漁獲量、MTLc の経年変化に有意な減少傾向が認められた(図 2.3.2c)。太平洋南区では、ヨシ

キリザメを含む TL3.5 以上を構成する魚種の漁獲量が減少したことで総漁獲量が減少し、

TL2.0～2.5 のマイワシが増加したことにより MTLc が低下しており、生態系に定向的な変化

が認められたことから 3 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

対象漁業による影響の

強さが重篤である、も

しくは生態系特性の定

向的変化や変化幅拡大

が起こっていることが

懸念される 

対象漁業による影響の

強さは重篤ではない

が、生態系特性の変化

や変化幅拡大などが一

部起こっている懸念が

ある 

SICAにより対象漁業

による影響の強さは

重篤ではなく、生態

系特性に不可逆的な

変化は起こっていな

いと判断できる 

生態系の時系列情

報に基づく評価に

より、生態系に不

可逆的な変化が起

こっていないと判

断できる 
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図2.3.2a 2018年の海面漁業生産統計に基づく評価対象海域の漁獲物組成 

 

 

図 2.3.2b 2018 年の海面漁業生産統計調査から求めた、日本周辺大海区別の漁獲物栄養段階組成 
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図2.3.2c 海面漁業生産統計調査(暫定値)から求めた、評価対象海域の漁獲物平均栄養段階(オレン

ジ)と総漁獲量の推移(青色) 

 

2.3.3 種苗放流が生態系に与える影響 

 本種については種苗放流は行われていないことから、本項目は評価しない。 

 

2.3.4 海底環境 

まぐろはえ縄は着底漁具ではないため、5 点とする。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を実

施できな

い 

当該漁業による海底

環境への影響のイン

パクトが重篤であ

り、漁場の広い範囲

で海底環境の変化が

懸念される 

当該漁業による海底環

境への影響のインパク

トは重篤ではないと判

断されるが、漁場の一

部で海底環境の変化が

懸念される 

SICAにより当該漁

業が海底環境に及

ぼすインパクトお

よび海底環境の変

化が重篤ではない

と判断できる 

時空間情報にもと

づく海底環境影響

評価により、対象

漁業は重篤な悪影

響を及ぼしていな

いと判断できる 

 

2.3.5 水質環境 

 中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)及び太平洋地域環境計画事務局(SPREP)の規定によ

って、評価対象海域で操業する漁船には科学オブザーバーが乗船し、汚染・投棄の有無につ

いて記録している。しかしながら、船籍別の汚染・投棄の有無に関する情報は得られておら

ず、我が国の漁船による水質環境の影響は不明である。 

 日本漁船による海洋への汚染や廃棄物の投棄については、海洋汚染防止法並びに海洋汚染
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等及び海上災害の防止に関する法律施行令によって規制されている。これにより、総トン数

100 トン以上の船舶には油水分離機の設置義務があり、排出可能な水域と濃度及びに排出方

法が限定されている。WCPFC 海域における日本漁船による海洋への汚染や廃棄物の投棄につ

いての違反報告は見いだせなかったことから、必要装備を利用し国内法規を遵守した操業が

行われているものと解釈し、4 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価を

実施で

きない 

多くの物質に関し

て対象漁業からの

排出が水質環境へ

及ぼす悪影響が懸

念される 

一部物質に関し

て対象漁業から

の排出が水質環

境へ及ぼす悪影

響が懸念される 

対象漁業からの排出

物は適切に管理され

ており、水質環境へ

の負荷は軽微である

と判断される 

対象漁業による水質環境へ

の負荷を低減する取り組み

が実施されており、対象水

域における濃度や蓄積量が

低いことが確認されている 

 

2.3.6 大気環境 

 長谷川(2010)によれば､我が国の漁業種類ごとの単位漁獲量あたり排出量(t-CO2/t)は下記の

通りである。 

小型底びき網旋びきその他 1.407 

沖合底曳き網１そうびき 0.924 

船びき網 2.130 

中小型１そうまき巾着網 0.553 

大中型その他の１そうまき網 0.648 

大中型かつおまぐろ1そうまき網 1.632 

さんま棒うけ網 0.714 

沿岸まぐろはえ縄 4.835 

近海まぐろはえ縄 3.872 

遠洋まぐろはえ縄 8.744 

沿岸かつお一本釣り 1.448 

近海かつお一本釣り 1.541 

遠洋かつお一本釣り 1.686 

沿岸いか釣り 7.144 

近海いか釣り 2.373 

遠洋いか釣り 1.510 

 まぐろはえ縄は 3.9-8.7 と我が国漁業の中でも高い CO2 排出量となっている。したがって、

一部物質に関して対象漁業からの排出ガスによる大気環境への悪影響が懸念されることから、

3 点とした。 

1点 2点 3点 4点 5点 

評価

を実

施で

きな

い 

多くの物質に関し

て対象漁業からの

排出ガスによる大

気環境への悪影響

が懸念される 

一部物質に関して

対象漁業からの排

出ガスによる大気

環境への悪影響が

懸念される 

対象漁業からの排出

ガスは適切に管理さ

れており、大気環境

への負荷は軽微であ

ると判断される 

対象漁業による大気環境への

負荷を軽減するための取り組

みが実施されており、大気環

境に悪影響が及んでいないこ

とが確認されている 
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3．漁業の管理 
概要 

管理施策の内容(3.1) 

 近海まぐろはえ縄漁業(近海かつお・まぐろ漁業)は大臣許可漁業の指定漁業である。中西

部まぐろ類委員会(WCPFC)の保存管理措置に従い気仙沼を基地とするまぐろはえ縄漁船を対

象に、さめ類を目的としたはえ縄漁業管理計画が作成され、年間陸揚げ量の上限は 7,000 ト

ンに設定されている。インプット・コントロールとアウトプット・コントロールが実施さ

れ、漁獲圧を有効に制御できている(3.1.1 5 点)。評価対象とした近海まぐろはえ縄漁業の

漁船は 120 トン未満に制限されている。はえ縄漁業管理計画においてはシャークラインの使

用は禁止され、水揚げまでヒレを胴体から切り離さないことも約されている(3.1.2 4 点)。

海亀や海鳥の保存管理措置のための漁具制限、クロトガリザメ、ヨゴレの採捕禁止が行われ

ている。科学オブザーバー調査分析事業が実施されている(3.1.4.1 5 点)。気仙沼市海洋プラ

スチック対策推進会議に関係漁業者団体が参画し、アクションプランが実施されている。燃

油削減の計画が実施されてきたが、さらに現状から 10％削減に取り組まれている(3.1.4.2 5

点)。 

執行の体制(3.2) 

 ヨシキリザメは黒潮～親潮移行帯から天皇海山群の海域まで幅広く分布しており、季節的

な東西移動を示す。近海まぐろはえ縄漁業は水産庁国際課かつお・まぐろ漁業室が所管して

おり、近海まぐろはえ縄漁業者は業種別の組合に所属し、生息域をカバーした管理体制が確

立し機能している(3.2.1.1 5 点)。WCPFC 等の締約国の検査官が公海域で乗船及び検査の受

入れを要請し漁業監督官が検査官を乗船させることを指示した時には、検査官が行う検査を

拒むことはできない。また、農林水産大臣が必要と認めた時にはオブザーバーを乗船させな

ければならない。監視体制と罰則規定は有効に機能している(3.2.1.2 5 点、3.2.1.3 5 点)。近

年の WCPFC 等での資源評価や保存措置の協議を踏まえた我が国への管理措置の導入を順応

的管理に準じる施策と評価した(3.2.2 4 点)。 

共同管理の取り組み(3.3) 

 大臣許可漁業の指定漁業である近海かつお・まぐろ漁業に含まれる北太平洋で操業する近

海まぐろはえ縄漁業者はすべて特定でき、漁業者は業種別漁業協同組合に所属している

(3.3.1.1 5 点、3.3.1.2 5 点)。近年では、はえ縄漁業管理計画の内容に加えてヨシキリザメ出

産期の漁獲抑制に取り組んでいる(3.3.1.3 5 点)。気仙沼漁業協同組合が主導して気仙沼地域

漁業復興プロジェクト(近海まぐろはえ縄漁業に係る復興計画、既存船活用の 2 計画)が実施

され、協業の株式会社が設立されている。さらに、全国近海かつお・まぐろ漁業協会が主導
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して資源管理・労働環境改善型漁船の計画的・効率的導入の実証を行っている(3.3.1.4 5 点)。

自主的及び公的管理への主体的な出席も適切になされている(3.3.2.1 4 点、3.3.2.2 5 点)。サ

メの持続的利用、高付加価値化等の課題への取り組みは、気仙沼市にとって産業の活性化に

繋がるものとされ、加工流通業者を中心にサメの街気仙沼推進協議会が設立されている。水

産政策審議会資源管理分科会には、多分野からの特別委員が参画している(3.3.2.3 5 点)。漁

業情報等により北太平洋まぐろ類国際科学小委員会(ISC)で資源評価が行われ、利害関係者も

出席する WCPFC において検討された保存管理措置に従い、国が策定したさめ類を目的とし

たはえ縄漁業管理計画が実施されている(3.3.2.4 4 点)。 

 

評価範囲 
① 評価対象漁業の特定 

ヨシキリザメ北太平洋系群を漁獲する主な漁業種類は近海まぐろはえ縄漁業である。大臣

許可漁業の指定漁業である近海かつお・まぐろ漁業は、浮きはえ縄または釣りによってかつ

お、まぐろ、かじきまたはさめをとることを目的とする漁業をいう(内閣府 1963)。近海まぐ

ろはえ縄漁業はその一部である。なお、ヨシキリザメ北太平洋系群を漁獲する、いわゆる気

仙沼船団には評価対象とした近海まぐろはえ縄漁船と評価対象としていない遠洋まぐろはえ

縄漁船を含んでいる。 

② 評価対象都道府県の特定 

 大半のヨシキリザメは宮城県(気仙沼)の近海まぐろはえ縄漁業により漁獲されている。宮

城県(気仙沼)の近海まぐろはえ縄漁業を評価対象として特定する。 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 

 評価対象県の評価対象漁業について、以下の情報を集約する。 

1)許可証及び各種管理施策の内容 

2)監視体制や罰則、順応的管理の取り組み等の執行体制 

3)関係者の特定や組織化、意思決定への参画や共同管理の取り組み 

4)関係者による生態系保全活動 
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3.1 管理施策の内容 

3.1.1 インプット・コントロール又はアウトプット・コントロール 

 近海まぐろはえ縄漁業(近海かつお・まぐろ漁業)は大臣許可漁業の指定漁業であり、操業区

域や隻数が示された公示に基づいて申請し、許可証の発給を受けて操業しており、インプッ

ト・コントロールが成立している。最新の資源評価は 2017 年に ISC で行われ WCPFC で受け

入れられており、資源水準は中～高位、その動向は横ばいである。2015 年の資源量は MSY 水

準を上回っており、2012～2014 年の漁獲死亡係数は MSY 水準を下回っている。将来予測の

結果は、異なる漁獲死亡係数のシナリオにおいて将来の資源量の中央値が MSY 水準を下回

りそうにないことが示されている(甲斐・藤波 2020)。我が国では、唯一、気仙沼を基地とす

るまぐろはえ縄船団が季節的にさめ類を主対象として操業しているが、当該漁業については、

操業海域を管轄する WCPFC の保存管理措置(WCPFC 2014)に基づき、さめ類を目的としたは

え縄漁業管理計画が作成され、2016 年１月より実施されてきている。この中で年間陸揚げ量

上限は 7,000 トンに設定されている(水産庁 2016, 甲斐・藤波 2020)。アウトプット・コント

ロールも導入されている。インプット・コントロールとアウトプット・コントロールが実施

され、漁獲圧を有効に制御できてきていると評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

インプット・コントロール

とアウトプット・コントロ

ールのどちらも施策に含ま

れておらず、漁獲圧が目標

を大きく上回っている 

. インプット・コン

トロールもしくは

アウトプット・コ

ントロールが導入

されている 

. インプット・コントロー

ルもしくはアウトプッ

ト・コントロールを適切

に実施し、漁獲圧を有効

に制御できている 

 

3.1.2 テクニカル・コントロール 

 近海まぐろはえ縄漁業の漁船は 120 トン未満に制限されている。WCPFC においてまぐろ・

かじき類を対象とするはえ縄漁業では、ワイヤーリーダー(ワイヤー製の枝縄及びはりす)ま

たはシャークライン(浮玉または浮縄に接続された枝縄)のいずれかを使用しないことが合意

されており(WCPFC 2014, 農林水産省 2015)、前出のはえ縄漁業管理計画においてはシャーク

ラインの使用は禁止されている。また、水揚げまでヒレを胴体から切り離さないことも取り

決められている(水産庁 2016, 甲斐・藤波 2020)。これらのテクニカル・コントロールの導入

を評価し、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

テクニカル・コント

ロールの施策が全く

導入されていない 

. テクニカル・コント

ロールの施策が一部

導入されている 

. テクニカル・コント

ロール施策が十分に

導入されている 
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3.1.3 種苗放流効果を高める措置 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

放流効果を高める措

置は取られていない 

. 放流効果を高める措置

が一部に取られている 

. 放流効果を高める措置

が十分に取られている 

 

3.1.4 生態系の保全施策 

3.1.4.1 環境や生態系への漁具による影響を制御するための規制 

 浮きはえ縄であり、海底環境に影響を与えてはいない。我が国が締結した漁業に関する条

約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として、農林水産大臣が別に

定めて告示するものに違反して操業してはならないとされ、例として、海亀の保存管理措置、

海鳥の保存管理措置のための漁具の制限等が告示されている(農林水産省 2015, 近海かつお・

まぐろ漁業にも準用)。中西部太平洋条約海域におけるクロトガリザメ、ヨゴレの採捕は禁止

されている(農林水産省 2018)。また水産庁では、科学オブザーバー計画の策定・評価及び委

員会の設置、科学オブザーバーの育成・確保、科学オブザーバーの乗船配置、漁業情報等の

収集管理・分析、まぐろはえ縄漁船の混獲回避漁具実証調査等のため、主に WCPFC 等まぐ

ろ類の地域漁業管理機関による勧告、決定に対応するため漁業団体等と連携し科学オブザー

バー調査分析事業を実施してきている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

規制が全く導入され

ておらず、環境や生

態系への影響が発生

している 

一部に導入

されている

が、十分で

はない 

. 相当程度、

施策が導入

されている 

評価対象とする漁法が生態系に直

接影響を与えていないと考えられ

るか、十分かつ有効な施策が導入

されている 

 

3.1.4.2 生態系の保全修復活動 

 気仙沼市海洋プラスチック対策推進会議には気仙沼漁業協同組合、気仙沼遠洋漁業協同組

合等の役員が会議に委員として参画している。アクションプランでは沖合底びき網漁業 1 そ

うびき・遠洋漁業においては、船上での適切な管理やごみの持ち帰りについて、また、ごみ

の減容・減量化に関する技術開発を促進し、設備やシステム等の導入を進め、操業中の漁具

等の逸失やフロートの流出等を最小限にするため漁具の適正な利用や管理、操業前後の点検

等について啓発する、とされている(気仙沼市海洋プラスチック対策推進会議 2019)。気仙沼

漁業協同組合が主導した気仙沼地域漁業復興プロジェクト(近海まぐろはえ縄漁業に係る復

興計画、既存船活用の 2 計画)では積荷軽量化や往復航時低速化、短期航海による燃油削減に
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取り組んだ(気仙沼漁業協同組合 2013, 2015)。全国近海かつお・まぐろ漁業協会が主導する近

海かつお・まぐろ地域プロジェクト(気仙沼地区)ではナックルバルブ付バトックフロー船型

の採用、高効率 SG プロペラと改良型軸受装置の導入、照明設備の LED 化と厨房のオール電

化、省エネ運航により、燃油消費量の 10％削減に取り組んでいる(全国近海かつお・まぐろ漁

業協会 2018)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

生態系の保全・

再生活動が行わ

れていない 

. 生態系の保全

活動が一部行

われている 

. 対象となる生態系が漁業活動の影響を受

けていないと考えられるか、生態系の保

全・再生活動が活発に行われている 

 

3.2 執行の体制 

3.2.1 管理の執行 

3.2.1.1 管轄範囲 

 ヨシキリザメは黒潮～親潮移行帯から天皇海山群の海域まで幅広く分布しており、季節的

な東西移動を示す(Kai et al. 2017)。ISC により資源評価され、WCPFC でそれが承認されてい

る。地域漁業管理機関としては、全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)も本資源を取り扱う。これ

ら地域漁業管理機関等には、水産庁国際課がかつお・まぐろ漁業室を中心に連携している。

気仙沼の近海まぐろはえ縄漁業者は業種別組合であり、気仙沼市魚市場の卸売業者である気

仙沼漁業協同組合に所属し、業種別組合である気仙沼遠洋漁業協同組合にも所属している。

両者の全国組織は全国漁業協同組合連合会である。また、気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合及び

宮城県かつお・まぐろ漁業組合が組織され、後者の全国組織は全国近海かつお・まぐろ漁業

協会であり、すべての漁業者が漁業者組織に所属している。0 歳魚や高齢魚の詳細な分布は明

らかでないともいわれるが、ここでは生息域をカバーした管理体制が確立し機能していると

評価し、5 点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

対象資源の生息

域がカバーされ

ていない 

. 機能は不十分である

が、生息域をカバー

する管理体制がある 

. 生息域をカバーする

管理体制が確立し機

能している 

 

3.2.1.2 監視体制 

 水産庁では適切な資源管理及び漁業秩序の維持等のため、2018 年に漁業取締本部を設置し

て漁業取締体制を強化し(水産庁 2018)、取締りに関する具体的な対処の在り方として、国際

機関等との連携による違反操業の防止等を挙げている。国際漁業の監視のために、主に水産
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庁照洋丸、東光丸、白竜丸が出動している。マグロ関連の公海操業等の操業漁船にのみ義務

付けられていた衛星船位測定送信機の設置と常時作動について、2017 年の前回一斉更新に際

してすべての大臣許可漁船へ義務付けることとなった(水産庁 2017a)。WCPFC 等の締約国で

ある国により正当に権限を与えられた検査官が、公海水域において乗船及び検査の受入れを

要請した場合であって、漁業監督官が検査官を乗船させることを指示したときは、指示に従

って検査官を乗船させなければならず、検査官が行う検査(漁船、漁具、装置、設備並びに漁

獲物及びその製品の検査、漁業の許可証その他の関係書類の閲覧等)を拒むことはできない(水

産庁 2017b)。また、農林水産大臣が WCPFC を実施するため必要があると認めたときは、オ

ブザーバーを乗船させなければならない(農林水産省 2018)。監視体制は機能しており、5 点

を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

監視はおこなわ

れていない 

主要な漁港の周辺な

ど、部分的な監視に

限られている 

. 完璧とは言いがたい

が、相当程度の監視

体制がある 

十分な監視体制

が有効に機能し

ている 

 

3.2.1.3 罰則・制裁 

 漁業法関連法、省令に違反した場合、免許、許可の取り消しや懲役刑、罰金あるいはその

併科となる。罰則規定としては有効と考えられる。5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

罰則・制裁は設

定されていない 

. 機能は不十分であるが、罰

則・制裁が設定されている 

. 有効な制裁が設定

され機能している 

 

3.2.2 順応的管理 

 ISC、WCPFC、IATTC による資源評価、管理措置の決定等を踏まえて、国内の管理措置を

制定し、運用している。管理の結果は次回の資源評価に反映され、必要において管理措置等

は改訂される。順応的管理は資源評価、漁業管理手法の改善を促すと考えられる。近年の地

域漁業管理機関、関係機関での資源評価、管理措置の協議、これを踏まえての我が国への管

理措置の導入を順応的管理に準じる施策と評価し、4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

モニタリング結果を漁業

管理の内容に反映する仕

組みがない 

. 順応的管理の仕組

みが部分的に導入

されている 

. 順応的管理が十分

に導入されている 
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3.3 共同管理の取り組み 

3.3.1 集団行動 

3.3.1.1 資源利用者の特定 

 近海かつおまぐろ漁業は大臣許可漁業の指定漁業であり、許可証の交付を受けて操業して

いる。それに含まれる北太平洋で操業する近海まぐろはえ縄漁業者はすべて特定できる。以

上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.2 漁業者組織への所属割合 

 気仙沼の近海まぐろはえ縄漁業者は業種別組合であり気仙沼市魚市場の卸売業者である気

仙沼漁業協同組合に所属し、業種別組合である気仙沼遠洋漁業協同組合にも所属している。

両者の全国組織は全国漁業協同組合連合会である。また、気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合及び

宮城県かつお・まぐろ漁業組合が組織され、後者の全国組織は全国近海かつお・まぐろ漁業

協会であり、すべての漁業者が漁業者組織に所属している。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし 5-35% 35-70% 70-95% 実質上全部 

 

3.3.1.3 漁業者組織の管理に対する影響力 

 近海まぐろはえ縄漁業については地域漁業管理機関の保存管理措置等の公的措置を遵守す

るほか、自主的措置として休漁の措置に重点的に取り組む必要があるとされ(水産庁 2020a)、

全国近海かつお・まぐろ漁業協会ではメバチ、キハダ、メカジキ、クロマグロを対象に近海

まぐろはえ縄漁業における資源管理計画を実施し、漁獲量上限の設定や休漁を実施している

(水産庁 2020b)。ヨシキリザメについては、漁業者団体が主導する近海まぐろはえ縄漁業に係

る復興計画等においてさめ類を目的としたはえ縄漁業管理計画が実施され、引き続く資源管

理・労働環境改善型漁船の計画的・効率的導入の実証計画では、はえ縄漁業管理計画の内容

に加えてヨシキリザメ出産期の漁獲抑制に取り組んでいる(全国近海かつお・まぐろ漁業協会 

2018)。以上、漁業者組織が管理に強い影響力を有していると評価し、5 点を配分する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織が存在しな

いか、管理に関する活

動を行っていない 

. 漁業者組織の漁業管

理活動は一定程度の

影響力を有している 

. 漁業者組織が管

理に強い影響力

を有している 
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3.3.1.4 漁業者組織の経営や販売に関する活動 

 漁業構造改革総合対策事業において、気仙沼漁業協同組合が主導して気仙沼地域漁業復興

プロジェクト(近海まぐろはえ縄漁業に係る復興計画、既存船活用、2012～2015 年と 2016～

2019 年の 2 計画)が実施され(気仙沼漁業協同組合 2013, 2015)、集団操業が実施され、協業の

株式会社も設立された(農林中央金庫 2019)。更に、全国近海かつお・まぐろ漁業協会が主導

して近海かつお・まぐろ地域プロジェクトが気仙沼地区で計画され、資源管理・労働環境改

善型漁船の計画的・効率的導入の実証を行っている(全国近海かつお・まぐろ漁業協会 2018)。

気仙沼漁業協同組合は気仙沼市魚市場の卸売業者であり、魚介類は鮮魚出荷されるほか、後

背地の水産加工場で加工され全国に向け供給している(気仙沼市魚市場 2020)。気仙沼の魚を

学校給食に普及させる会が食育活動を通じて地産地消の推進を図り、気仙沼の魚食文化や基

幹産業である水産業の復興に寄与すること等を目的に設立されており、関係漁業者、漁業者

団体も県、市、流通加工業者と共に参画、活動している(気仙沼の魚を学校給食に普及させる

会 2017)。以上、漁業者組織が全面的に活動を行っていると評価し、5 点を配点する。なお、

市場価値、収益分析を通じた経営等に資す研究分野からの支援もなされているといえる

(Ishimura and Bailey 2013, 鶴 2018)。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者組織がこれらの

活動を行っていない 

. 漁業者組織の一部が

活動を行っている 

. 漁業者組織が全面的

に活動を行っている 

 

3.3.2 関係者の関与 

3.3.2.1 自主的管理への漁業関係者の主体的参画 

 WCPFC の年次会合、ISC、IATTC 等の会合に、全国近海かつお・まぐろ漁業協会等のかつ

お・まぐろ漁業者団体から代表が出席している。関連漁業者団体は、すべての会合に出席し

ている訳ではないが、全国近海かつお・まぐろ漁業協会等から複数の団体が対応している。

地域漁業管理機関の年次会合は 5 日程度の会期となる。全国近海かつお・まぐろ漁業協会、

気仙沼遠洋漁業協同組合、気仙沼地区近海鰹鮪漁業組合等にも、漁業管理に係る会合がある。

年間 12 日以上の自主的管理に関する会合に参加していると考えられる。以上より 4 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

なし 1-5日 6-11日 12-24日 1年に24日以上 

 



 
 

43

3.3.2.2 公的管理への漁業関係者の主体的参画 

 近海まぐろはえ縄漁業が取り扱われている国の資源管理指針を審議する水産政策審議会資

源管理分科会には、気仙沼の関係漁業者団体に所属する企業の代表取締役、また、近海まぐ

ろはえ縄漁業の漁業者も所属する沿海漁業協同組合の上部組織である全国漁業協同組合連合

会から理事が参画している(水産庁 2020c)。適切に参画していると評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

実質上なし . 形式的あるいは限定的に参画 . 適切に参画 

 

3.3.2.3 幅広い利害関係者の参画 

 遊漁はない。サメの持続的利用、高付加価値化等の課題への取り組みは気仙沼市にとって

は産業の活性化に繋がるものとされ、加工流通業者を中心にサメの街気仙沼推進協議会が設

立されている(サメの街気仙沼構想推進協議会 2016)。全国近海かつお・まぐろ漁業協会が主

導する近海かつお・まぐろ地域プロジェクト(気仙沼地区部会、資源管理・労働環境改善型)の

計画検討のための気仙沼地区部会にも漁業、金融・経営、研究、地方自治体関係者に並び流

通・加工関係者が参画している(全国近海かつお・まぐろ漁業協会 2018)。また、ヨシキリザ

メ等を漁獲するはえ縄船団の国際漁業認証を取得する取り組みが、学術関係者を含めてなさ

れてきている(石村 2015)。ヨシキリザメを漁獲する主な漁業種類である近海まぐろはえ縄漁

業については、国の作成する資源管理指針で扱われている(水産 2020a)。この指針等を審議す

る水産政策審議会資源管理分科会には、特別委員として水産や港湾の海事産業で働く船員等

で組織する労働組合、水産物持続的利用のコンサルタント、健全な釣りの普及発展を図る団

体、大学研究者等が参画している(水産庁 2020c)。水産政策審議会の資料等は公開されている

(水産庁 2020d)。適切に参画していると評価し、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

漁業者以外の利害関係

者は存在するが、実質

上関与していない 

. 主要な利害関係者

が部分的・限定的

に関与している 

. 漁業者以外の利害関係者が存在

しないか、ほぼすべての主要な

利害関係者が効果的に関与 

 

3.3.2.4 管理施策の意思決定 

 漁業情報等により ISC で資源評価が行われ、利害関係者も出席する WCPFC において保存

管理措置が検討され、それに従い国内管理措置等が決定され、さめ類を目的とするはえ縄漁

業管理計画が実施されている。サメ類を目的とするはえ縄漁業管理計画は 2016～2020 年の計

画である。年次の報告は WCPFC になされてきている(Japan 2019)が、WCPFC における最終年

度に当たって計画のレビューについての情報にいまだ接していない。4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

意思決定機構が

存在せず、施策

に関する協議も

なされていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在するが、協

議は十分に行わ

れていない 

特定の関係者を

メンバーとする

意思決定機構は

存在し、施策の

決定と目標の見

直しがなされて

いる 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

は存在するが、

協議が十分でな

い部分がある 

利害関係者を構

成メンバーとす

る意思決定機構

が存在し、施策

の決定と目標の

見直しが十分に

なされている 

 

3.3.2.5 種苗放流事業の費用負担への理解 

 本種については種苗放流は行われていないため、本項目は評価しない。 

1点 2点 3点 4点 5点 

コストに関する透明性は低

く、受益者の公平な負担に

関する検討は行われていな

い 

. 受益者の公平な負担につ

いて検討がなされている

か、あるいは、一定の負

担がなされている 

. コストに関する透明

性が高く、受益者が

公平に負担している 
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4．地域の持続性 
概要 

漁業生産の状況(4.1) 

 国内に水揚げされる太平洋ヨシキリザメは、宮城県の近海まぐろはえ縄漁業で大部分が漁

獲されている。漁業収入のトレンドは低く(4.1.1.1 1 点)、収益率と漁業関係資産のトレンド

については、全国平均値の会社経営体のデータを用いた結果、4.1.1.2、4.1.1.3 は 2 点とやや低

かった。経営の安定性については、収入の安定性は 2 点とやや低く、漁獲量の安定性は 3 点

と中程度であった。漁業者組織の財政状況は総合すると 4 点とやや高かった。操業の安全性

は 5 点と高かった。地域雇用への貢献は高いと判断された(4.1.3.2 5 点)。労働条件の公平性

については、漁業で特段の問題はなかった(4.1.3.3 3 点)。 

加工・流通の状況(4.2) 

 対象県には多くの小規模市場があるものの、ヨシキリザメは気仙沼市場への水揚げが多く、

買受人は各市場とも取扱数量の多寡に応じた人数となっており、セリ取引、入札取引による

競争原理は概ね働いている(4.2.1.1 5 点)。取引の公平性は確保されている(4.2.1.2 5 点)。関

税は基本が 5%であるが、WTO 協定、ASEAN で 2.5%となっている(4.2.1.3 3 点)。卸売市場

整備計画により衛生管理が徹底されている(4.2.2.1 5 点)。仕向け先は、肉は加工向けで、ふ

かひれは高級食材である(4.2.2.2 4 点)。労働条件の公平性も特段の問題はなかった(4.2.3.3 3

点)。水産加工業の安全性は 1 点と低かったものの、死亡事故は発生していない。以上より、

本地域の加工流通業の持続性は高いと評価できる。 

地域の状況(4.3) 

 先進技術導入と普及指導活動は行われており(4.3.1.2 5 点)、物流システムも整っていた

(4.3.1.3 5 点)。地域の住みやすさは全体平均で 3 点であった(4.3.2.1)。水産業関係者の所得水

準は比較的高い(4.3.2.2 4 点)。 

 

評価範囲 

① 評価対象漁業の特定 

 宮城県の近海まぐろはえなわ漁業 

② 評価対象都道府県の特定 

 宮城県 

③ 評価対象漁業に関する情報の集約と記述 
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 評価対象都道府県における水産業並びに関連産業について、以下の情報や、その他後述す

る必要な情報を集約する。 

1) 漁業種類、制限等に関する基礎情報 

2) 過去 11 年分の年別水揚げ量、水揚げ額 

3) 漁業関係資産 

4) 資本収益率 

5) 水産業関係者の地域平均と比較した年収 

6) 地域の住みやすさ 
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4.1 漁業生産の状況 

4.1.1 漁業関係資産 

4.1.1.1 漁業収入のトレンド 

 漁業収入の傾向として、4.1.2.1 で算出したヨシキリザメ漁獲金額データを利用した。過去

9 年のうち上位 3 年間の宮城県近海まぐろはえ縄漁業による漁獲金額の平均と参照期間のう

ち直近年(2015 年)の漁獲金額の比率を算出したところ、0.45 となった。以上より 1 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 

 

4.1.1.2 収益率のトレンド 

 漁業経営調査報告には、漁業種類別かつ都道府県別のデータはないため、漁業種類別のデ

ータを用いて分析を実施する。対象となる漁業のうち、会社経営体調査の遠洋･近海まぐろは

えなわ漁業(漁船トン数階層区分 10～20 トン、100～200 トン)のデータ及び個人経営体調査の

遠洋・近海まぐろはえなわ漁業(10～20 トン)を分析に用いる。2014～2018 年の(漁撈利益／漁

業投下資本合計)の平均値は遠洋･近海まぐろはえなわ漁業については、会社経営体は-8%､-

62%となり各トン数階層ともに 1 点、個人経営体は 195%で 5 点であり、平均して 2 点を配点

する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

0.1未満 0.1-0.13 0.13-0.2 0.2-0.4 0.4以上 

 

4.1.1.3 漁業関係資産のトレンド 

 漁業経営調査報告(2008～2017 年)(農林水産省 2009～2018)には、漁業種類別かつ都道府県

別のデータはないため、漁業種類別のデータを用いて分析を実施する。対象となる漁業のう

ち、会社経営体調査の遠洋･近海まぐろはえなわ漁業(漁船トン数階層区分 10～20 トン、100

～200 トン)のデータ及び個人経営体調査の遠洋・近海まぐろはえなわ漁業(10～20 トン)を分

析に用いる。遠洋・近海まぐろはえなわ漁業については、過去 10 年のうち漁業投下固定資本

合計が最も多い 3 年の平均値に対して直近の 2017 年の値が示す割合から、会社経営体では 10

～20 トン階層で 55%となることから 2 点、100～200 トンでは 78%で 3 点、個人経営体では

19%で 1 点となることから、平均して 2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

50%未満 50-70% 70-85% 85-95% 95%を超える 
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4.1.2 経営の安定性 

4.1.2.1 収入の安定性 

 漁業種類ごとの漁獲金額が公表されていないことから、宮城県の県内産地魚市場水揚概要

(宮城県 2020)より、県内全 9 市場におけるヨシキリザメ合計漁獲金額を用いた。最近 9 年間

(2006～2015 年、ただし 2006 年のデータは公表されていなかったため除く)の宮城県近海まぐ

ろはえ縄漁業におけるヨシキリザメ漁獲金額の安定性を評価した。同漁業における 9 年間の

平均漁獲金額とその標準偏差の比率を求めたところ、約 0.61 となり、2 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.2 漁獲量の安定性 

 4.1.2.1 と同様、宮城県の県内産地魚市場水揚概要を参照し、最近 9 年間(2006～2015 年、た

だし 2006 年のデータは公表されていなかったため除く)の宮城県近海まぐろはえ縄漁業にお

けるヨシキリザメ漁獲量の安定性を評価した。同漁業における 9 年間の平均漁獲量とその標

準偏差の比率を求めたところ、約 0.34 となり 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1以上 0.40-1 0.22-0.40 0.15-0.22 0.15未満 

 

4.1.2.3 漁業者団体の財政状況 

 宮城県の近海まぐろはえなわ漁業の経営体は、全国近海かつお・まぐろ漁業協会、気仙沼

遠洋漁業協同組合に主に所属している。全国近海かつお・まぐろ漁業協会の経常利益は赤字

であるものの、正味財産期末残高がプラスであった。さらに、総事業費に対する正味財産減

少額は 2%であった(全国近海かつお・まぐろ漁業協会 2019)。気仙沼遠洋漁業協同組合の経常

利益は黒字であった(気仙沼遠洋漁業協同組合 2018, 2019)。前者の経営及び経常収支は安定し

ている(持続性がある)と判断して 3 点、後者は 5 点とし、総合得点として 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

経常収支は赤字となっているか、または

情報は得られないため判断ができない 

. 経常収支はほぼ

均衡している 

. 経常利益が黒字

になっている 

 

4.1.3 就労状況 

4.1.3.1 操業の安全性 

 2019 年の水産業における労働災害及び船舶事故による死亡者数のうち、評価対象漁業にお
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ける事故であることが特定されたか、もしくは、評価対象漁業である可能性を否定できない

死亡者数は、0 人であった(厚生労働省宮城労働局 2020、運輸安全委員会 2020)。したがって、

1,000 人当たり年間死亡者数は、0 人となる。以上より、5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人漁期当たりの死

亡事故1.0人を超える 

0.75-1.0人 0.5-0.75人 0.25-0.5人 1,000人漁期当たりの

死亡事故0.25人未満 

 

4.1.3.2 地域雇用への貢献 

 水産業協同組合は当該漁業の所在地に住所を構えなければならないことを法的に定義づけ

られており(水産業協同組合法第 1 章第 5 条)、またその組合員も当該地域に居住する必要が

ある(同法第 2 章第 18 条)。そして漁業生産組合で構成される連合会も当該地区内に住居を構

える必要がある(同法第 4 章第 88 条)。法務省ほか(2017)によれば、技能実習制度を活用した

外国人労働者についても、船上において漁業を行う場合、その人数は実習生を除く乗組員の

人数を超えてはならないと定められている。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

事実上いない 5-35% 35-70% 70-95% 95-100% 

 

4.1.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020 年 6 月 5 日現在で公表されている宮城県の送検事案の件

数は 5 件あり、すべて他産業であった(セルフキャリアデザイン協会 2020)。他産業では賃金

の不払いの事例等があったものの、ヨシキリザメ漁業における労働条件の公平性は比較的高

いと考えられる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公平

である 

 

4.2 加工・流通の状況 

4.2.1 市場の価格形成 

 ここでは各水揚げ港(産地市場)での価格形成の状況を評価する。 

4.2.1.1 買受人の数 

 宮城県には 10 か所の魚市場がある。このうち、年間取扱量が 1 万トン以上の市場が 5 市場
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あり、全体の 50%を占めている。一方、年間取扱量が 1,000 トン未満の市場は 4 市場あり、

全体の 40%を占めるにとどまる。買受人数に着目すると、50 人以上登録されている市場が 6

市場、20～50 人未満の登録が 2 市場、10～20 人未満の登録が 1 市場ある。一方 10 人未満の

小規模市場は 1 市場にとどまる。セリ取引、入札取引において競争の原理は働いており、公

正な価格形成が行われている(農林水産省 2020a)。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる情報はない . 少数の買受人が存在する . 多数の買受人が存在する 

 

4.2.1.2 市場情報の入手可能性 

 宮城県が作成している卸売市場整備計画では、施設の整備、安全性確保、人の確保等と並

んで、取引の公平性・競争性の確保が記載されている。水揚げ情報、入荷情報、セリ・入札の

開始時間、売り場情報については公の場に掲示されるとともに、買受人の事務所に電話・フ

ァックス等を使って連絡されるなど、市場情報は買受人に公平に伝達されている(宮城県 

2016)。これによりセリ取引、入札取引において競争の原理が働き、公正な価格形成が行われ

ていると考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

利用できる

情報はない 

. 信頼できる価格と量の情報が、次の市

場が開く前に明らかになり利用できる 

. 正確な価格と量の情

報を随時利用できる 

 

4.2.1.3 貿易の機会 

 2020 年 4 月 1 日時点でのヨシキリザメの実効輸入関税率は基本 5%であるが、WTO 協定を

締結しているものに対しては 2.5%となっており、また経済連携協定を結んでいる国は無税も

しくは 0.2%の関税率となっている(日本税関 2020)。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

貿易の機会を与

えられていない 

. 何らかの規制により公正

な競争になっていない 

. 実質、世界的な競争市場に規

制なく参入することが出来る 

 

4.2.2 付加価値の創出 

 ここでは加工流通業により、水揚げされた漁獲物の付加価値が創出される状況を評価する。 

4.2.2.1 衛生管理 

 宮城県では「第 10 次宮城県卸売市場整備計画」(2016 年 7 月)に則り、県内の産地卸売市場

及び小規模市場の衛生状態は、県及び市町村が定める衛生基準に照らして管理されている(宮
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城県 2016)。また、「みやぎ食品衛生自主管理認証制度」を制定し、衛生管理の徹底を図って

いる(宮城県 2017)。評価は 5 点である。なお、2018 年 6 月 13 日に食品衛生法等の一部が改

正され、すべての食品等事業者を対象に HACCP に沿った衛生管理に取り組むこととなった

ため、今後、自主的管理認証制度についての取扱が変更される場合もあると思われる。 

1点 2点 3点 4点 5点 

衛生管理が不十分で問題

を頻繁に起こしている 

. 日本の衛生管理基

準を満たしている 

. 高度な衛生管理

を行っている 

 

4.2.2.2 利用形態 

 ヨシキリザメは、ヒレは高級食材として利用され、肉はすり身となり(はんぺんの原料など)、

軟骨はおでんの材料(すじ)や機能性食品など、そして皮は革製品や機能性食品等に利用され、

さらに鮮度の悪いヨシキリザメはミールの原料として利用されている(宮田ほか 2012)。この

ように高級消費用として、中級消費用として、そして魚粉等として利用されているが、主な

用途はフカヒレとすり身であることから、3 点と 5 点の間の 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

魚粉/動物用餌/

餌料 

. 中級消費用(冷凍、

大衆加工品) 

. 高級消費用(活魚、

鮮魚、高級加工品) 

 

4.2.3 就労状況 

4.2.3.1 労働の安全性 

 2018 年の宮城県の水産食料品製造業における労働災害による死傷者数は 67 人であった(厚

生労働省 2019b)。宮城県の水産関連の食料品製造業従事者数は、利用可能な最新のデータ

(2018 年)では 9,138 人であった(経済産業省 2019)。したがって、1,000 人当たり年間死傷者数

は 7.33 人となり、1 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

1,000人年当たりの

死傷者7人を超える 

7人未満6人以

上 

6人未満4人以上 4人未満3人以上 1,000人年当たり

の死傷者3人未満 

 

4.2.3.2 地域雇用への貢献 

 2018 年漁業センサスによれば、ヨシキリザメを漁獲する宮城県における水産加工会社数は、

全国平均の約 1.88 倍であった(農林水産省 2020b)。この数字によれば当該地域の水産加工会

社数は全都道府県の加工会社数の平均を大きく上回る。以上より 4 点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

0.3未満 0.3以上0.5未満 0.5以上1未満 1以上2未満 2以上 

 

4.2.3.3 労働条件の公平性 

 労働基準関係法令違反により 2020 年 6 月 5 日現在で公表されている宮城県の送検事案の件

数は 5 件であったが、すべて他産業であった(セルフキャリアデザイン協会 2020)。他産業で

は賃金の不払いの事例等があったものの、ヨシキリザメに関わる加工・流通業における労働

条件の公平性は比較的高いと考えられる。以上より 3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

一部被雇用者のみ待遇が

極端に悪い、あるいは、

問題が報告されている 

. 能力給、歩合制を除き、被雇用

者によって待遇が極端には違わ

ず、問題も報告されていない 

. 待遇が公

平である 

 

4.3 地域の状況 

4.3.1 水産インフラストラクチャ 

4.3.1.1 製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 

 ヨシキリザメを漁獲する宮城県内の市町村における冷凍・冷蔵倉庫数は 201 工場あり、冷

蔵能力は 503,434 トン(冷蔵能力を有する 1 工場当たり 2,504 トン)、1 日当たり凍結能力 10,409

トン、冷凍能力を有する1工場当たり1日当たり凍結能力72.8トンである(農林水産省 2020b)。

好不漁によって地域間の需給アンバランスが発生することもあるが、商行為を通じて地域間

の調整は取れており、地域内における冷凍・冷蔵能力は水揚げ量に対する必要量を満たして

いると考えられる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

氷の量

は非常

に制限

される 

氷は利用できるが、

供給量は限られ、し

ばしば再利用される

か、溶けかけた状態

で使用される 

氷は限られた

形と量で利用

でき、最も高

価な漁獲物の

みに供給する 

氷は、いろいろな形で

利用でき、氷が必要な

すべての魚に対して新

鮮な氷で覆う量を供給

する能力がある 

漁港において氷

がいろいろな形

で利用でき、冷

凍設備も整備さ

れている 

 

4.3.1.2 先進技術導入と普及指導活動 

 気仙沼地域漁業復興プロジェクトでは、近海まぐろはえ縄漁業において単船操業から集団

操業への転換によって、航海日数短縮及び漁獲物の高鮮度化に取り組んでいる(気仙沼地域漁

業復興プロジェクト 2013, 2015)。さらに、近海かつお・まぐろ地域プロジェクトでは、資源

管理の強化及び船舶の安全性の向上を図るため、船間及び陸上とのイントラネットの構築、
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「漁場漁獲データ自動送信システム」の導入に取り組んでいる。また、同地域プロジェクト

では労働環境改善を図るため、船体の大型化(119 トン型→149 トン型)にも取り組んでいる(全

国近海かつお・まぐろ漁業協会 2018)。よって、積極的な先進技術導入と普及活動が行われて

いる。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

普及指導活動が

行われていない 

. 普及指導活動が部分的

にしか行われていない 

. 普及指導活動が行われ、最

新の技術が採用されている 

 

4.3.1.3 物流システム 

 Google Map により宮城県で主にヨシキリザメを水揚げしている漁港から地方、中央卸売市

場、貿易港、空港等の地点までかかる時間を検索すると、幹線道路を使えば複数の主要漁港

から中央卸売市場への所要時間は 2 時間半前後であり、ほとんどの漁港から地方卸売市場ま

では 1 時間前後で到着できる。また空港、貿易港までも遅くとも 2 時間以内に到着可能であ

り、経営戦略として自ら貿易の選択肢を選ぶことも可能である。以上より 5 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

主要物流ハブへ

のアクセスがな

い 

. 貿易港、空港のいずれかが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

. 貿易港、空港のいずれもが近

くにある、もしくはそこへ至

る高速道路が近くにある 

 

4.3.2 生活環境 

4.3.2.1 地域の住みやすさ 

 各地域の住みよさの指標となる、「住みよさランキング」(東洋経済新報社 2019)の総合評価

偏差値を参照した。宮城県の関連する沿岸市の平均値は 49.75 となり、3 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47以

下 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が47－

49 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が49－

51 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が51－

53 

「住みよさラン

キング」総合評

価偏差値が53以

上 

 

4.3.2.2 水産業関係者の所得水準 

 ヨシキリザメ北太平洋系群を漁獲している近海まぐろはえなわ漁業(宮城県)の所得水準は、

まぐろはえなわ漁業のデータしか存在しなかったため、まとめた値で代用した。まぐろはえ

なわ漁業の月給は、宮城県 386,173 円(4 点)だった(国土交通省 2019)。賃金構造基本統計調査

による県の企業規模 10～99 人の製造業の男性平均月給の平均は、宮城県で 337,975 円(厚生労
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働省 2019a)となった。また国税庁の 2018 年度「民間給与実態統計調査結果」第 7 表企業規模

別及び給与階級別の給与所得者数・給与額(役員)によると、全国の資本金 2,000 万円未満の企

業役員の平均月給与額は 504,167 円となっており、一方、全国平均のまぐろはえ縄漁業役員の

持代(歩)数は 1.51 となっているため、宮城県 583,121 円(4 点)となった(国税庁 2019)。したが

って中小企業役員、同地域内の製造業等のレベルにおいても競争力のある産業であることが

わかる。これらの評点を平均し四捨五入して評点し 4 点を配点する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

所得が地域平

均の半分未満 

所得が地域平

均の50-90% 

所得が地域平均

の上下10%以内 

所得が地域平均

を10-50%超える 

所得が地域平均

を50%以上超える 

 

4.3.3 地域文化の継承 

4.3.3.1 漁具漁法における地域文化の継続性 

 まぐろはえ縄漁業は、江戸時代の 18 世紀中ごろに紀伊半島から房総半島の南端に移り住ん

だ漁民たちの手により、現在の館山市にあたる布良港で始まったといわれている。太平洋戦

争後、漁船の公海域での操業を制限していたマッカーサーラインが徐々に広げられ、1952 年

には完全に解除されたことで、遠洋はえ縄漁船は、主機関・冷凍機・漁撈機器・電子機器を次

第に発展させ、世界の海へ操業海域を広げていった。この過程で、気仙沼港は、昭和 44 年に

は特定第 3 種漁港に指定され、以来、特にかつお・まぐろ漁業の根拠地として発展してきた。 

1960 年代になるとアフリカや中南米の新興国が、領海や排他的経済水域を主張するように

なった。このような流れにより 1973 年にスタートした第 3 次国連海洋法会議では、10 年間

をかけて各国の合意を重ね 1982 年に国連海洋法条約が採択された。これにより各国に 200 海

里水域が設定され、漁獲制限・入漁料・混獲問題・海産性希少生物の保護も問題となり、公海

流し網や商業捕鯨の禁止が行われるようになった。この条約発効以降、すべての海域で操業

や漁獲量が制限されるようになり、我が国漁船の公海域からの撤退及び減船が続いている。

この流れははえ縄漁業にも大きく影響しており、現在わずか 13 隻のまぐろはえ縄漁船が気仙

沼近海はえ縄船団に所属して公海域で本種及びメカジキを狙って操業している(気仙沼漁撈

通信協会 2016)。気仙沼地域における近海まぐろはえなわ漁業は、119 トンクラスと 150 トン

クラスの漁船で行われている。これらの漁船は北西太平洋海域で 30 日前後の航海を年 9～10

回程度行っており、メバチ、メカジキ、ヨシキリザメを中心に氷蔵により生で気仙沼魚市場

に水揚げしている。気仙沼の近海まぐろはえ縄漁業では概ね 5～9 月にサメ漁、10 月～翌年 4

月にメカジキとサメ漁を行っている（気仙沼遠洋漁業協同組合 2018, 2019）。 

これらの経緯は、伝統的な漁具漁法を継承しつつ発展してきた地域の漁業を示しており、5

点を配点する。 
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1点 2点 3点 4点 5点 

漁具・漁法

に地域の特

徴はない 

. 地域に特徴的な、あるいは伝統的

な漁具・漁法は既に消滅したが、

復活保存の努力がされている 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な漁具・漁法により

漁業がおこなわれている 

 

4.3.3.2 加工流通技術における地域文化の継続性 

ヨシキリザメは、宮城県の気仙沼に水揚げされるさめ類の約 7～8 割を占めるとされ、気

仙沼のさめ類が全国の魚市場の約 9 割という圧倒的なシェアである(気仙沼地方振興事務所

水産漁港部 2020)ことを考えると、気仙沼での利用法は注目される。気仙沼では、肉はかま

ぼこ、はんぺん、付け揚げ(さつま揚げ)等の練り製品、ひれは高級なフカヒレの原料、皮は

シャークスキンとしてバッグや財布等に加工され、軟骨はコンドロイチン硫酸をとる原料に

使われる。残った部分もフィッシュミールに加工され、ほとんど捨てるところなく利用され

る(河野ほか 1999a)。また、すり身以外でも新鮮なサメ肉をそのまま調理して使う試みも増

えている(サメの街気仙沼構想推進協議会事務局 2016a)。 

高値で取引されるひれについて、魚翅(ユイチー: フカヒレ)の名が文献に登場するのは比

較的新しく、明代に著された≪本草綱目(1596)≫の<鮫魚>の項に記されているのが初出とさ

れる。サメをフカと呼ぶのは西日本であって、近世に「長崎俵物」を中国へ輸出していたと

きは、当地方からはナマコやアワビだけであって、フカヒレはなかったとされている(川島 

2012)。気仙沼でフカヒレの製造が始まったのは江戸時代末ごろといわれている(サメの街気

仙沼構想推進協議会事務局 2016b)。もともと家庭料理や伝統食にはなかったが、現在では

気仙沼地域がふかひれ加工品の原料となるふかひれの主産地となっており、主に利用される

のはヨシキリザメである(藤原 2005)。これまで高級食材というイメージで捉えられてきた

フカヒレも、現在ではより身近なご当地名物グルメとして「フカヒレラーメン」「フカヒレ

丼(気仙沼ふかひれ丼)」「フカヒレの寿司」「フカヒレ入り茶碗蒸し」「フカヒレ焼きそば」

「ふかひれ重」「フカヒレおこげ餡かけ」「ふかひれソフトクリーム」など、多様な展開を見

せている(FROMTOJAPAN 2020)。 

 練り製品として全国的に有名な竹輪が考案されたのは 1882 年のことである。それまで見

向きもされなかったアブラザメ・ヨシキリザメをサメ底刺網漁業で捕り、「竹輪蒲鉾」と名

づけて東京方面に郵送販売をした。「竹輪」が自立的な産業として確立した点において、気

仙沼港が果たした役割は大きい。その竹輪製造業に付随する事業として出発したのが、鮫

油・魚肥・鮫卵カステラ(カステラ蒲鉾)、そしてサメヒレであった(川島 2012)。千葉

(1990)によれば、昭和初期頃の様子の聞き書として「宮城県船形山麓地方では、身は切り身

にして三杯漬(醤油と酒に漬けた物)にする。腐る心配のない冬の間、さめの脂身をざるに入

れて、下に受け皿を据え、一か月ほど陽の当たる場所に置く。じわじわと脂がたまってく
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る。おもにてんぷらに利用する。さめは、油をとるために大きな一ぴきのままを買ってくる

が、この中に鶏の卵黄くらいのおおきさの卵が房状になって入っている。この卵をつぶして

塩味にし、油を引いた四角い鉄製のカステラなべに流し込んで焼く。子どもたちには、一番

のおやつになる(サメの卵のカステラ)。」と報告されている。 

鮮魚として出回らないので一般的にはヨシキリザメの知名度は低いが、文部科学省の全国

学校給食週間(1 月 24～30 日)に合わせて、地元宮城では水揚げされるサメ肉を使った「シ

ャークナゲット」や「フカヒレスープ」を給食のメニューに用いて提供するなど、地域の食

文化を学ぶ取組もなされている(サメの街気仙沼構想推進協議会事務局 2016c)。 

東京では、浮はんぺんの原料魚に江戸時代からホシザメ、ヨシキリザメ、アオザメ等が使

用されてきた。東京では、ヨシキリザメ等の気仙沼産のさめ類が現在最も多く使用されてお

り、冷蔵ブロックの状態で入荷されている(野田 2005)。関東地方では「はんぺん」や「す

じ(筋蒲鉾＝はんぺんを作ったときに取り除いた筋、軟骨等に澱粉をつなぎにしてゆでて作

ったもの)」はおでん種の定番として馴染み深いものとなっている。また、ヨシキリザメの

軟骨や鰭を梅肉で和えた加工品が、酒の肴の高級珍味の「梅水晶」として瓶詰め等で流通し

ている。 

食品加工以外の利用では、いわゆる「サメ肌」の皮を利用して、高品質の＜わさびおろし

器＞が作られており(河野ほか 1999b)、サメ肉からはいだ革がサメ革製品に加工されるなど、

捨てる所がない魅力的な魚種とされている(サメの街気仙沼構想推進協議会事務局 2016a)。

以上のように伝統的な加工調理法が伝えられ、その伝統が受け継がれていることから、５点

を配する。 

1点 2点 3点 4点 5点 

加工・流通技術で地域

に特徴的な、または伝

統的なものはない 

. 地域に特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通技術は

既に消滅したが、復活保存

の努力がされている 

. 特徴的な、あるいは

伝統的な加工・流通

がおこなわれている

地域が複数ある 
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5．健康と安全・安心 
5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

 ヨシキリザメの栄養成分は、表のとおりである(文部科学省 2016)。 
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5.1.2 機能性成分 

5.1.2.1 EPA と DHA 

 ヨシキリザメの魚油には、高度不飽和脂肪酸である EPA と DHA が含まれている。ヨシキリ

ザメの脂質の EPA 含量は 6mg/100g、DHA 含量は 51mg/100g である(文部科学省 2018)。EPA は

血栓予防、抗炎症作用、高血圧予防、DHA は脳の発達促進、認知症予防、視力低下予防、動脈

硬化の予防改善、抗がん作用等の効果がある(水産庁 2014, 文部科学省 2015)。 

 

5.1.2.2 タンパク質 

 タンパク質は、筋肉等の組織や酵素等の構成成分として重要な栄養成分の１つである。ヨ

シキリザメは、魚介類のなかでもタンパク質含量の多い魚である(大日本水産会 1999)。 

 

5.1.2.3 コンドロイチン硫酸 

酸性ムコ多糖類の１つで、軟骨に多く含まれている。保水性、潤滑性、抗炎症作用を有し、

関節症用注射剤、点眼剤、皮膚疾患用軟膏、化粧品等に用いられている(又平 2012)。 

 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 ヨシキリザメは、主にまぐろはえ縄漁で混獲されたものが利用されている(野村 2016)。こ

のため旬は不明である。 

 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

 ヨシキリザメは鮮度低下に伴いアンモニア臭が強くなるため、臭いがないものほど質がよ

い。 

 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

5.2.1.1 鮮度低下による臭気の発生 

 ヨシキリザメは魚肉中に尿素やトリメチルアミンオキシドが多く含まれ、鮮度低下によ

り、アンモニアやトリメチルアミンに分解し、魚臭を発生する。新鮮なものを選び、なるべ

く早く調理することが望ましい。 
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5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下と成分

規格が定められている。 

 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 

 本種に特に該当する検査は存在しない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

 市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超えると

食品衛生法第 6 条違反(昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29 号)となる。 

 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 

5.2.5.1 臭気発生防止 

 鮮度低下により臭気が発生するため、新鮮なものを選び、なるべく早く消費する。 

 

5.2.5.2 妊婦が摂取する場合の注意事項 

 他の魚種に比べて水銀(メチル水銀)を多く蓄積することがある。近年、低濃度の水銀摂取

が胎児に影響を与える可能性を懸念する研究報告を踏まえ、厚生労働省では、妊娠中の魚介

類の摂食について注意事項を公表している(厚生労働省 2010)。ヨシキリザメの場合は、1 週

間に 160g(切り身 2 切れの量)までが、胎児に影響を与えない量としている。また、1 週間の

うち、ヨシキリザメ以外の水銀を多く蓄積しやすい魚も摂取する場合は、その魚の摂取目安

量に応じて減らすことを心がける(厚生労働省 2010)。 
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６．評価点積算表

系群・地域 ヨシキリザメ北太平洋 参考値
漁業 はえ縄 4.1
年

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

生物学的情報の把握 4.0 1.0
モニタリングの実施体制 4.8 1.0

資源評価の方法と評価の客観性 4.5 1.0
種苗放流効果*

対象種の資源水準と
資源動向

対象種の資源水準と資源動向 5.0 1.0 1.0 5.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産に
及ぼす影響

5.0 1.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 4.0 1.0
資源評価結果の漁業管理への反映 2.2 1.0

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

基盤情報の蓄積 5.0 1.0
科学調査の実施 3.0 1.0

漁業活動を通じたモニタリング 3.0 1.0
混獲利用種 4.0 1.0

混獲非利用種 2.0 1.0
希少種 3.0 1.0

食物網を通じた間接作用 4.3 1.0
生態系全体 3.0 1.0

種苗放流が生態系に与える影響*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5.0 1.0
水質環境 4.0 1.0
大気環境 3.0 1.0

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

インプット・コントロール又はアウトプット・コント
ロール

5.0 1.0

テクニカル・コントロール 4.0 1.0
種苗放流効果を高める措置*

生態系の保全施策 5.0 1.0
管理の執行 5.0 1.0
順応的管理 4.0 1.0
集団行動 5.0 1.0

関係者の関与 4.5 1.0

大項目 中項目
中項目_
評価点

中項目_
重み

大項目_
重み

大項目_
評価点

評価軸_
総合点

漁業関係資産 1.7 1.0
経営の安定性 3.0 1.0

就労状況 4.3 1.0
市場の価格形成 4.3 1.0
付加価値の創出 4.5 1.0

就労状況 2.7 1.0
水産インフラストラクチャ 5.0 1.0

生活環境 3.5 1.0
地域文化の継承 5.0 1.0

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

地域の状況 1.0 4.5

1.0 4.8

地域の持続性

漁業生産の状況 1.0 3.0

3.8加工・流通の状況 1.0 3.8

漁業の管理

管理施策の内容 1.0 4.7

4.6

執行の体制 1.0 4.5

共同管理の取り組み

生態系・環境への配慮

操業域の環境・生態
系情報、科学調査、

モニタリング
1.0 3.7

3.5

同時漁獲種 1.0 3.0

生態系・環境 1.0 3.9

資源の状態

対象種の資源生物
研究・モニタリング・

評価手法
1.0 4.4

4.4

対象種に対する漁業
の影響評価

1.0 3.7



資源の状態

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

分布と回遊 3 1.0
年齢・成長・寿命 4 1.0

成熟と産卵 5 1.0

種苗放流に必要な基礎情報
*

科学的調査 4 1.0
漁獲量の把握 5 1.0
漁獲実態調査 5 1.0

水揚物の生物調査 5 1.0
種苗放流実績の把握*

天然種苗と人工種苗の識別状況*

資源評価の方法 5 1.0
資源評価の客観性 4 1.0

漁業生産面での効果把握*

資源造成面での効果把握*

天然資源に対する影響*

対象種の資源水
準と資源動向

対象種の資源水準と資源動向 5 1.0 5.0

現状の漁獲圧が対象種資源の持続的生産
に及ぼす影響

5 1.0 5.0

現状漁獲圧での資源枯渇リスク 4 1.0 4.0
漁業管理方策の有無 1 1.0
予防的措置の有無 1 1.0

環境変化が及ぼす影響の考慮 1 1.0
漁業管理方策の策定 5 1.0

漁業管理方策への遊漁、外国漁船、IUU
漁業などの考慮

3 1.0

生態系・環境への配慮

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

基盤情報の蓄積 5 1.0 5.0
科学調査の実施 3 1.0 3.0

漁業活動を通じたモニタリング 3 1.0 3.0

混獲利用種 4 1.0 4.0
混獲非利用種 2 1.0 2.0

希少種 3 1.0 3.0
捕食者 5 1.0
餌生物 4 1.0
競争者 4 1.0

生態系全体 3 1.0 3.0

種苗の遺伝的健全性確保のための必要親
魚量確保*

遺伝子撹乱回避措置*

野生種への疾病蔓延回避措置*

海底環境（着底漁具を用いる漁業） 5 1.0 5.0

水質環境 4 1.0 4.0
大気環境 3 1.0 3.0

対象種の資源生
物研究・モニタリン

グ

操業域の環境・生
態系情報、科学調
査、モニタリング

2.2

中項目

基盤情報の蓄積

科学調査の実施

資源評価の方法と評価の客観性 4.5

種苗放流効果*

生態系・環境

食物網を通じた間接作用 4.3

対象種の資源水準と資源動向

混獲利用種

漁業活動を通じたモニタリング

* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

種苗放流が生態系に与える影響
*

海底環境（着底漁具を用いる漁
業）

混獲非利用種

希少種

水質環境

大気環境

中項目

生物学的情報の把握 4.0

モニタリングの実施体制 4.8

生態系全体

対象種に対する
漁業の影響評価

現状の漁獲圧が対象種資源の持
続的生産に及ぼす影響

現状漁獲圧での資源枯渇リスク

資源評価結果の漁業管理への反
映

同時漁獲種



漁業の管理

大項目 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

インプット・コントロール又はアウトプット・コ
ントロール

5 1.0 5.0

テクニカル・コントロール 4 1.0 4.0
種苗放流効果を高める措置*

環境や生態系への漁具による影響を制御
するための規制

5 1.0

生態系の保全修復活動 5 1.0
管轄範囲 5 1.0
監視体制 5 1.0
罰則・制裁 5 1.0
順応的管理 4 1.0 4.0

資源利用者の特定 5 1.0
漁業者組織への所属割合 5 1.0

漁業者組織の管理に対する影響力 5 1.0
漁業者組織の経営や販売に関する活動 5 1.0
自主的管理への漁業関係者の主体的参

画
4 1.0

公的管理への漁業関係者の主体的参画 5 1.0
幅広い利害関係者の参画 5 1.0

管理施策の意思決定 4 1.0
種苗放流事業の費用負担への理解*

地域の持続性

指標 小項目 漁業 スコア
漁業
別

重み*
スコア

小項目_重
み

中項目_評
価点

漁業収入のトレンド 1 1.0
収益率のトレンド 2 1.0

漁業関係資産のトレンド 2 1.0
収入の安定性 2 1.0

漁獲量の安定性 3 1.0
漁業者団体の財政状況 4 1.0

操業の安全性 5 1.0
地域雇用への貢献 5 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

買受人の数 5 1.0
市場情報の入手可能性 5 1.0

貿易の機会 3 1.0
衛生管理 5 1.0
利用形態 4 1.0

労働の安全性 1 1.0
地域雇用への貢献 4 1.0
労働条件の公平性 3 1.0

製氷施設、冷凍・冷蔵施設の整備状況 5 1.0
先進技術導入と普及指導活動 5 1.0

物流システム 5 1.0
地域の住みやすさ 3 1.0

水産業関係者の所得水準 4 1.0
漁具漁法における地域文化の継続性 5 1.0

加工流通技術における地域文化の継続性 5 1.0
* 種苗放流を実施している魚種についてのみ適用

加工・流通の状況

市場の価格形成 4.3

付加価値の創出 4.5

就労状況 2.7

地域の状況

水産インフラストラクチャ 5.0

地域文化の継承 5.0

生活環境 3.5

5.0管理の執行

5.0

インプット・コントロール又はアウト
プット・コントロール

種苗放流効果を高める措置*

中項目

4.3就労状況

1.7

執行の体制

3.0経営の安定性

共同管理の取り組
み

5.0

関係者の関与 4.5

中項目

管理施策の内容

漁業生産の状況

 集団行動

漁業関係資産

生態系の保全施策

テクニカル・コントロール

順応的管理


